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（午前１０時００分 開議）

〇委員長（大瀧次男） ただいまから本日の予算審査特別委員会を開きます。

ただいまの出席委員は20人で定足数に達しております。

これより昨日に引き続き議案第17号 令和７年度むつ市一般会計予算の審

査を行います。

昨日は、第３款民生費までの質疑が終わっておりますので、本日は第４款

衛生費から審査してまいります。

次は、第４款衛生費について、理事者の説明を求めます。健康福祉部長。

〇健康福祉部長（斉藤洋一） それでは、第４款衛生費のうち、健康福祉部が

所管しております費目についてご説明いたします。なお、１項１目保健衛生

総務費につきましては、市民生活部所管の費目についても併せてご説明いた

しますので、ご了承いただきたいと存じます。予算書の60ページをお開き願

います。

まず、第１項保健衛生費、第１目の保健衛生総務費についてでありますが、

これは保健予防等に関する経費でありまして、主なものといたしましては、

一般職員の給与費のほか、下北医療センター負担金、国民健康保険特別会計

繰出金などとなっております。前年度予算と比較し１億4,038万 4,000円の減

額となっておりますが、これは国民健康保険特別会計繰出金及び一般職員給

与費等の減によるものであります。

次に、第２目の健康増進費についてでありますが、これは健康増進に要す

る経費でありまして、主なものといたしましては、がん検診事業、健康に関

する正しい知識の普及啓発を図る集団健康教育事業費に係る経費となってお

ります。また、新規事業といたしましては、自然に歩きたくなるような環境

づくりに取り組む＋1000歩チャレンジ事業費を計上しております。

次に、61ページに移りまして、第４目の予防費についてでありますが、こ

れは予防接種に要する経費でありまして、主なものといたしましては、予防

接種法に基づく定期Ａ類及び定期Ｂ類に係る予防接種事業費などとなってお

ります。また、新規事業といたしましては、生後６か月未満の乳児のＲＳウ

イルス感染症の重症化を防ぐため、妊婦の方を対象にＲＳウイルスワクチン

接種費用助成事業費を計上しておりますほか、こどものインフルエンザ予防

接種費用の助成対象を高校３年生までに拡充しております。前年度予算と比

較し6,490万 5,000円の増額となっておりますが、これは昨年度は補正予算措

置としていた新型コロナウイルスワクチンの接種費用を令和７年度は当初予

算から計上したことによるものであります。

以上が第４款衛生費のうち、健康福祉部が所管しております費目の説明で
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ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） それでは、第４款衛生費のうち、市民生活部が

所管しております費目についてご説明いたします。予算に関する説明書の

61ページをお開き願います。

まず、第１項保健衛生費、第３目後期高齢者医療費についてでありますが、

これは後期高齢者医療制度に関する経費でありまして、主なものといたしま

しては、青森県後期高齢者医療広域連合に納付する療養給付費負担金のほか、

後期高齢者医療特別会計への繰出金などとなっております。なお、令和７年

度より目名を老人医療給付費から後期高齢者医療費へ変更しており、前年度

の老人医療費と比較して2,209万2,000円の増額となっておりますが、これは

療養給付費負担金等の増によるものであります。

次に、62ページに移りまして、第１項保健衛生費、第６目環境衛生費につ

いてでありますが、これは犬の登録及び狂犬病の予防注射、スズメバチ等の

害虫駆除、二又地区の水道施設の管理などの環境衛生管理に要する経費とな

っております。

次に、第７目斎場管理費についてでありますが、これは市内４地区の斎場

の火葬業務及び維持管理に要する経費でありまして、主なものといたしまし

ては、各地区の斎場の管理費のほか、火葬炉の定期的な修繕整備や改修等を

行う斎場改修事業費となっております。

次に、第８目墓地公園管理費についてでありますが、これは墓地公園の維

持管理に要する経費となっております。

次に、63ページに移りまして、第２項清掃費、第１目清掃総務費について

でありますが、これは一般職員の給与費のほか、市内６か所の公衆トイレの

維持管理に要する経費であります。

次に、第２目じん芥処理費についてでありますが、これは一般廃棄物の処

理、最終処分場の維持管理及びごみ減量化やリサイクルの推進等、廃棄物の

適正処理に要する経費でありまして、主なものといたしましては、指定ごみ

袋関連費、ごみ収集運搬事業費、最終処分場維持管理費のほか、じん芥処理

及びし尿処理に係る下北地域広域行政事務組合への負担金などとなっており

ます。前年度と比較して3,280万9,000円の減となっておりますが、主な要因

といたしましては、指定ごみ袋関連費が1,663万円の減となること、またご

み収集運搬事業費が2,112万 2,000円の減となることによるものであります。

以上が第４款衛生費のうち、市民生活部で所管しております費目の説明で

ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
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〇委員長（大瀧次男） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） それでは、第４款衛生費のうち、子どもみ

らい部が所管しております費目についてご説明いたします。予算に関する説

明書の61ページをお開き願います。

第１項保健衛生費、第５目の母子衛生費についてでありますが、これは妊

産婦や乳幼児等の健康の保持と増進を図るための母子保健事業全般に要する

経費でありまして、主なものといたしましては、妊婦委託健康診査費のほか、

出産・子育て応援事業費などとなっております。

以上が第４款衛生費のうち、子どもみらい部が所管しております費目の説

明でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 上下水道局長。

〇上下水道局長市民生活部理事（中村 久） それでは、第４款衛生費のうち、

上下水道局が所管しております費目についてご説明いたします。予算書の

63ページをお開き願います。

第１項保健衛生費、第９目環境整備費についてでありますが、これは都市

計画法に基づく下水道事業計画区域及び特定環境保全公共下水道の区域外、

また漁業集落排水事業の処理区域外におきまして生活排水による公共用水域

の水質汚濁を防止するため、既設の単独浄化槽、またはくみ取式トイレから

合併処理浄化槽に設置替えする市民の皆様を対象に、むつ市浄化槽設置整備

事業費補助金交付要綱に基づきまして、その費用の一部を補助する経費であ

り、20基分を計上してございます。

以上が第４款衛生費のうち、上下水道局が所管しております費目の説明で

ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。佐藤広政

委員。

〇委員（佐藤広政） 私の立場として、下北地域広域行政事務組合のほうの関

係もありますので、答えができないのであれば、ということでお尋ねさせて

いただきます。

63ページ、第４款衛生費、第２項清掃費の第２目じん芥処理費のごみ収集

運搬事業費についてお伺いいたします。２点ほどでございます。

先ほどのご説明の中で、本年度が昨年度より2,000万円ほど減になってい

る理由、そしてその集積箇所自体が昨年度と比較して、ごみ集積所、その部

分は減っているのか、増えているのかをお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 環境政策課長。

〇市民生活部環境政策課長（福田伸之） お答えいたします。
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収集運搬業務委託料が約2,000万円の減額となっていることのお尋ねでご

ざいますけれども、減額となった理由につきましては、給与等の人件費につ

いて毎年国から公表されている職種、年齢層、企業規模に分類された給与に

係る地域別の基礎資料の数値を採用しておりますが、今年度におきましては、

その給与額が減額となったため、前年度に比べ予算額全体が減額となってお

ります。

集積所に関しましての増減については、大きな増減はございません。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） 今この世の中で、人件費が減少しているということ自体

が全く私としては考えにくく、また燃料高騰、人件費等が高騰している中、

昨年度より、その積算基準がそうなったからといって全然実情に合っていな

いのではないかと思っております。

また、それをどうしても採用しなければならないのかというところなので

すけれども、積算基準自体が国を基準にしているということなのでございま

すが、この世の中の情勢を踏まえ、それで適正と思っているのかというとこ

ろをちょっとお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 環境政策課長。

〇市民生活部環境政策課長（福田伸之） お答えいたします。

数値を公表している国の担当者にも確認いたしましたところ、個別の数値

の分析はしておりませんが、全体的に給与は上がっているものの、地域別の

年代等において給与が下がっているところはあるとの説明があったことか

ら、地域の実情に即していると認識しております。

過去の収集運搬の委託料の推移を見ますと、令和元年度から見ますと、収

集運搬業務が約２億8,500万円、令和２年度では約２億9,700万円で前年度か

ら1,200万円の増、令和３年度では約２億7,500万円で、前年度から約2,200万

円の減、令和４年度では約２億9,700万円で、前年度から約2,200万円の増、

令和５年度では約２億9,500万円で、前年度から約200万円の減、令和６年度

では約３億2,100万円で、前年度から約2,600万円の増となっておりまして、

これまでも2,000万円を超える増減となる年度もあり、複数年単位で見ます

と増額傾向となっております。これまでも安定した収集運搬が行われており

ましたことから、令和７年度におきましても収集運搬が可能な予算と認識し

ております。

しかしながら、安定したごみの収集運搬のためには、昨今の急変する社会

情勢により高騰する人件費、燃料費、物価等にも対応した予算が必要であり
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ますことから、変化に応じた適正な予算となるよう検討してまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） 昨年度は３億2,100万円ですね、その前の年の令和５年

度は２億9,500万円ということで、推移して上がってきているのに、今回下

げるということ自体がちょっと実情に合っていないという考えがあったの

で、今回この質疑をさせていただいているのです。先ほどのご答弁の中では、

実情と合わないのであればということですが、私としては今回、万が一ごみ

の収集委託の入札等が不調に終わった場合、市民の皆さんに多大なご迷惑を

かけるのではないかと思っておりますので、そこら辺は万が一の場合補正な

りなんなり考えているのか、最後そこをお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 環境政策課長。

〇市民生活部環境政策課長（福田伸之） お答えいたします。

収集事業者による安定した家庭ごみ収集運搬業務のため、社会情勢の変化

を踏まえた積算方法については検討を重ねていきたいと考えております。現

時点での補正等については考えておりませんので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。住吉年広委員。

〇委員（住吉年広） 私からは、61ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費、

第４目予防費の中の帯状疱疹ワクチン接種費用助成金と、あとＲＳウイルス

ワクチン接種事業の２つに分けて質疑させていただきます。

まず初めに、帯状疱疹ワクチンについてですけれども、この接種者数250人

の算出根拠をお示しください。また、この予算に基づく接種者の負担が１人

当たり１万円掛ける２回となっていますが、これは昨年と同様に、この額で

問題がないのかお伺いします。

さらに、希望が増加した場合、Ｂ類の予算内で調整する方針で進めるのか、

その対応についてお聞かせください。

次に、４月１日から65歳以上の方を対象に帯状疱疹ワクチンが定期接種と

なり、公費での一部負担軽減が行われます。この定期接種事業には４月１日

からの定期接種も含まれるのでしょうか。また、住民税非課税世帯の方への

接種費用についての考え方をお示しください。

続いて、ＲＳウイルスワクチンの接種事業費用の助成についてお伺いしま

す。このたびむつ市では、乳幼児向けの母子免疫ＲＳウイルスワクチンにつ

いて公費助成を決定されたことを評価したいと思います。一方で、ＲＳウイ

ルス感染症は乳幼児だけではなく、高齢者にとっても重症化リスクが高く、
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感染すると一定数の入院、死亡しているのが事態です。昨年から高齢者向け

のＲＳウイルスワクチンも使用可能となっていることを踏まえ、行政サービ

スの平等性の観点からも、高齢者へ公費助成すべきと考えます。

そこで、１点目なのですけれども、昨年６月定例会で高齢者ＲＳウイルス

ワクチンの公費助成について、助成額などを調査研究していくとの答弁があ

りましたが、その後具体的にどのような調査研究し、今回の事業に至ったの

かお伺いします。

２点目、妊娠24週から36週の妊娠に限定した背景と根拠をお示しいただき

ます。また、このように限定した理由がある一方で、高齢者への公費助成が

導入されない理由についても明確にお聞かせください。お願いします。

〇委員長（大瀧次男） 感染症予防課長。

〇健康福祉部感染症予防課長（松山 徹） 私からは、帯状疱疹ワクチンの接

種費用助成事業についてお答えいたします。

まず１点目の接種者250人の積算根拠でございますけれども、今年度の助

成事業におきまして、最終的に接種者数が500人前後となることが見込まれ

ております。また、来年度からは帯状疱疹ワクチン接種が定期接種となるこ

とから、こちらにも対象者が流れるというふうに思っております。こちらの

助成事業につきまして、今年度の半分程度になるものと見込んで250人とさ

せていただいております。

２点目、今年度１万円の助成しておりますけれども、来年度もこれで問題

ないかというお尋ねでございますけれども、来年度も今年度と同様、１人１

回当たり１万円の助成額で問題ないものと考えております。

３点目の今年度同様に希望者が増加した場合の対応ということでございま

すけれども、今年度同様、定期Ｂ類及び任意予防接種事業費の中で調整して

いくこととしております。

続きましては、４月１日からの定期接種化についてでございますけれども、

当市におきましては、令和７年度当初予算要求時では、接種費用であります

とか、対象年齢等がまだ明確になっていなかったことによりまして、この時

期に間に合わなかったということ、それから今年度から50歳以上を対象とし

た助成事業を実施していることから、４月１日からの開始とせず、令和７年

度の早い段階で補正予算案を上程させていただき、事業を開始することを予

定しております。

それから、助成金額をどうするかにつきましても、今後補正予算案の作成

と併せて検討してまいります。

あと、ＲＳウイルス感染症のお尋ねの中で妊娠24週から36週の妊婦に限定
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した理由というところでございますけれども、こちらは市で限定したもので

はございませんで、ワクチンの使用上の用法で決められているものでござい

ます。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 健康福祉部長。

〇健康福祉部長（斉藤洋一） 私からは、ＲＳウイルスワクチンの高齢者に対

する接種ということで、今般は乳児対象ということなので、その部分は私か

らお答えさせていただきます。

委員から６月定例会とありましたが、恐らく９月定例会だと思います。９

月定例会で櫻田議員からの一般質問でワクチン全般の質問がありまして、そ

の際の再質問の中で恐らく、記憶ではＲＳウイルスワクチンの助成について

ご質問があって、その際調査研究という答弁をさせていただいたのですが、

実はその９月定例会の時点で、既にこの胎児、母子、免疫を活用したこのワ

クチンの要望というのは実は寄せられていまして、それで私たちも高齢者と

乳児を対象としたワクチンの事業については、当然認識はしていたのです。

そして、調査研究ということですけれども、高齢者、乳児、どちらに重点を

置くかですとか、あるいは両者に助成をするか、そういったものを検討して

きたというところです。その結果、令和７年度予算では、まず乳児対策とい

うことで予算をご審議いただくこととしております。

それから、もう一点が高齢者の公費助成は導入しないのかというような趣

旨のお尋ねだったと思うのですが、全く高齢者に対する支援を考えていない

というわけではないです。今回の事業を提案するに当たっては、当然高齢者

に対する支援を欲しいという声もあるということを踏まえた上で予算協議に

及んでいますので、来年度は、令和７年度はまずは乳児のほうの対策という

ことに主眼を置いたということでご理解いただきたいと、このように思いま

す。

〇委員長（大瀧次男） 住吉年広委員。

〇委員（住吉年広） ありがとうございます。今人数に関しては理解いたしま

した。

あとは、増えた場合は補正でという部分で考えていることも理解いたしま

した。それでは、65歳以上の国の補助となる一方、50歳から64歳の独自接種

というのは、多分青森県ではむつ市だけ。先日も外ヶ浜町議会でも、これは

50歳が接種するということになりましたので、その際の50歳から64歳の独自

助成とするその意図をちょっとお伺いしたいのと、あともう一点は、４月１

日から国が、先ほど補正と言ったのですけれども、３割に補助することにな
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ると思うのですけれども、むつ市の実質負担額はどの程度軽減されるのかお

伺いします。

そして、ＲＳウイルスのほうは、先ほど部長から答弁あったように、一応

質疑は考えてきたのですけれども、考え方はお伺いしましたので、ぜひ今後

もそれを乳幼児を踏まえて高齢者の分も考えていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

なので、帯状疱疹ワクチンのほうだけお願いします。

〇委員長（大瀧次男） 感染症予防課長。

〇健康福祉部感染症予防課長（松山 徹） お答えいたします。

独自助成を継続する意図につきましては、特に発症率が高くなる傾向にあ

る50歳以上を対象として今年度から実施している事業でございます。申込み

された方も、当初予想しておりました人数を大幅に上回る500人前後になる

見込みであることから、来年度も引き続き実施するものでございます。

それから次、２点目の国の接種費用の３割を補助することにより、市の負

担金はどのくらい軽減されるかというところでございますけれども、こちら

は３割、予防接種法により定期Ｂ類予防接種は接種費用の３割の交付税措置

がございますので、この分の負担が軽減されるということになります。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 住吉年広委員。

〇委員（住吉年広） ありがとうございます。

では最後に、不活化ワクチンのシングリックスの接種促進による医療費削

減効果や帯状疱疹の罹患率の変化について、どのように評価しているかお聞

きします。

あと、令和６年度の接種データを基に接種者の年齢分布や接種後の効果を

分析する予定はあるのかお伺いします。

あともう一点が、市として今後高齢者向けの予防医療政策にどのように生

かしていくのか、それについてご見解をお伺いします。

〇委員長（大瀧次男） 健康づくり推進監。

〇健康づくり推進監（畑中美雅） お答えいたします。

まず、最初のお尋ねの医療費削減や罹患率の変化を評価するかということ

についてでございますけれども、今回帯状疱疹ワクチンが来年度から定期予

防接種になるということで、むつ市を含めて全国で開始されることとなりま

すので、この分析については、今後国のほうで示されるものと考えておりま

す。

また、令和６年度のむつ市の実施した事業の評価ということについてでご
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ざいますけれども、接種した方が罹患したかどうか、その後の経過について、

市として把握することがまず困難であるということもありますので、現時点

では分析は予定してございません。

もう一つは、今後の予防医療政策にどのように生かすかということについ

てでございますけれども、高齢者の予防接種については個人の予防が主とな

りますので、予防接種事業の対象になる方には、分かりやすく丁寧な説明を

心がけるということで考えております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） ２つ、事業についてお尋ねいたします。

まずは、60ページの第１項第２目健康増進費の＋1000歩チャレンジ事業費

についてです。むつ市の健康づくりに関しては、各種指標が残念ながら改善

しているとは言い難い状況だと思います。したがいまして、従来のやり方、

従来のウォーキングイベントでは事業効果が出ないのではないかというふう

に考えるのが妥当ではないかと思います。これまでウォーキングイベントを

やること自体が目的化していたのではないかと思ったりもするのですけれど

も、この事業の目的、ウォーキングイベントというのはあくまでも手段だと

思いますので、この事業の目的が何なのか。それから、成果につながらない

事業をする余裕は、財政的にも労働力的にもないと思います。これは、健康

分野に限らずですけれども、今事業が今までのウォーキングイベントと違う

ところをお聞かせください。

それから、61ページの第１項第４目予防費の小児の予防接種のうちのイン

フルエンザの予防接種についてです。今回中学校１年生から高校３年生まで

の部分の接種助成が拡充されました。ありがとうございます。今回助成額は

１人1,000円ということで、ただちょっと少額かなというふうに思っていま

して、お金のことを心配せずに接種できるように、もっと助成額が多かった

ほうがよかったのではないかなというふうに思うのですけれども、今回助成

額を1,000円とした根拠をお知らせください。

〇委員長（大瀧次男） 健康づくり推進課長。

〇健康福祉部副理事健康づくり推進課長（辻 郁子） 私からは、＋1000歩チ

ャレンジ事業のことについてお答えいたします。

今回のこの＋1000歩チャレンジ事業につきましては、国・県が策定してお

ります健康増進計画の中でも健康に関心の薄い層を含む幅広い人へのアプロ

ーチとして、自然に健康になれる環境を整えるということが示されておりま

す。今回この＋1000歩チャレンジ事業におきましては、スーパーと連携いた
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しまして、ふだんの生活の中でも自然に歩数が増える、活動量が増えるよう

な環境整備を行うということで、イベントとはちょっと違う事業となります。

環境整備を進めていくという事業が目的となっておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 感染症予防課長。

〇健康福祉部感染症予防課長（松山 徹） 私からは、小児インフルエンザワ

クチン接種助成拡充、まず１点目、1,000円の根拠でございますけれども、

現在小学６年生までのお子様につきましては、１人１回当たり1,000円で２

回分ということで2,000円の助成をしておりますけれども、この１回1,000円

というのに合わせたものでございます。

もう一点、助成額をもうちょっと引き上げないのかということでございま

すけれども、予防接種事業に対する助成金につきましては、毎年当初予算案

要求時に部内及び財政当局と協議して決めております。令和７年度につきま

しては、小児のインフルエンザをまずは18歳まで、むつ市のお子さん全部に

対象を広げるということで、まずはそこを目標として予算を計上していると

ころでございます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） 予防接種につきましては、枠がまず拡充されましたので、

今後費用が負担だと考えて接種を控えているような方がいらっしゃるのであ

れば、その方も接種しやすいような環境になればいいなと思っておりますの

で、引き続きご検討のほうをよろしくお願いいたします。

それから、＋1000歩チャレンジ事業の件なのですけれども、ウォーキング

イベントではないということで、そうしますと先ほどの目的というところで

すが、自然に歩く環境を整えることで健康に対する意識を変えて行動変容を

起こすと、そういうところが目的だということでよろしいでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 健康づくり推進課長。

〇健康福祉部副理事健康づくり推進課長（辻 郁子） お答えいたします。

高橋委員がおっしゃったとおりでございまして、この事業に関しましては、

市民の方の健康意識を高めていく、醸成を図りたいという思いでこの事業を

つくっております。先ほどウォーキングイベントのことに関しては、この事

業を通じて＋1000歩チャレンジ事業のことも広めていきたいので、この中で

小さな健康ウォーキングイベントということではやっていくつもりでおりま

す。

以上でございます。
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〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ２点ほど質疑いたします。

60ページ、第１目保健衛生総務費のところで、下北医療センターの負担金

が5,341万4,000円となっておりますけれども、本日東奥日報の１面にむつ総

合病院の白紙という見出しで大きく出ておりましたけれども、またその後に

赤字の金額等も提示されておりました。今後この下北医療センターへの支援、

負担等はどのような見通しと考えているのかお聞かせください。

〇委員長（大瀧次男） 財政課長。

〇財務部財政課長（工藤大介） お答えいたします。

この下北医療センターの負担金というものにつきましては、事業本部のあ

くまでも議会ですとか、本部の人件費に係るものでございますので、今朝新

聞に載っていたものとは関係がないというか、経常的に今までも計上してい

るものとなっておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） 市長はむつ市長であり、下北医療センターの管理者でも

ありますので、内容は十分ご存じと思いますけれども、むつ総合病院という

ことで、むつ市の病院、運営は下北医療センターということですけれども、

今後の見通しで、むつ市長としてお答えできることがありましたら、お願い

します。

〇委員長（大瀧次男） いいですか、市長として。市長。

〇市長（山本知也） 今60ページの第４款に記載されております下北医療セン

ター負担金、先ほど財政課長が答弁させていただいたとおり、下北医療セン

ターの議会運営に係る部分に関するものでございまして、そちらの費用が

5,341万 4,000円ということでございまして、むつ総合病院に対する負担金に

つきましては、第12款の諸支出金の中で下北医療センター負担金として18億

7,822万 5,000円、こちらで計上されておりますので、そこで議論されるべき

ものと理解をしてございます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） 61ページの後期高齢者医療費についてお聞きします。

後期高齢者医療費について、本年度に初めて予算が計上されて、昨年はゼ

ロだったのですけれども、この事業の仕組みを教えてください。

〇委員長（大瀧次男） 国保年金課長。

〇市民生活部国保年金課長（工藤 周） お答えいたします。

令和６年度の予算までは、こちら後期高齢者医療費ではなくて、老人医療

給付費として目名を設定しておりました。老人医療がなくなり、後期高齢者
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医療制度が平成20年度から始まっておりまして、これまで老人医療給付費と

いう名目だったのですけれども、他市の状況等を踏まえまして、来年度から

後期高齢者医療費というふうに目名を変更したため、前年度との比較がゼロ

ということになっております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） それでは、拠出金の根拠ですけれども、どのようにして

算定しているのかということと、県の役割、市の役割というのがそれぞれ特

徴的なこと、どのように進められているのか、それだけ教えてください。

〇委員長（大瀧次男） 国保年金課長。

〇市民生活部国保年金課長（工藤 周） お答えいたします。

拠出金というのは、負担金ということで理解してよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

〇市民生活部国保年金課長（工藤 周） 負担金は、後期高齢者医療広域連合

に療養給付費負担金と共通経費等負担金と２つお支払いするものがあるので

すけれども、療養給付費負担金のほうは、過去の医療費等の状況から、広域

連合のほうで各市町村の人数等に応じて負担金の金額を計上して、市町村に

示した金額をそのまま計上しております。

共通経費負担金のほうは、後期高齢者医療が県内40市町村で共同で行って

いる事業ですので、そちらの組織運営に係る費用として総額の10％が均等割、

そのほかに人口割や高齢者割によりまして算定され、金額が示されまして、

そちらを負担しております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） 県の役割と市の役割の違いですか、重点的なことを教え

てください。

〇委員長（大瀧次男） 国保年金課長。

〇市民生活部国保年金課長（工藤 周） 申し訳ございません。

県のほうといいますか、後期高齢者医療広域連合のほうでは、保険料の賦

課の金額を決めたりですとか、あとは事務の取りまとめ等をしております。

市町村のほうでは、その保険料の徴収ですとか、あと各種申請書を受け付け

して広域連合のほうに進達するという役割がございます。給付のほうは、全

て広域連合のほうで市町村が進達した申請書を基に給付決定等を広域連合の

ほうで行うということになります。

以上でございます。
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〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第４款衛生費についての質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

午前１０時４１分 休憩

午前１０時４２分 再開

〇委員長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次は、第５款労働費について、理事者の説明を求めます。産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） それでは、第５款労働費についてご説明いた

します。予算に関する説明書の65ページをお開き願います。

第１項労働諸費、第１目の労働諸費についてでありますが、これは高齢者

雇用及び労働対策に要する経費でありまして、主なものといたしましては、

むつ市シルバー人材センター補助金を含む高齢者職業能力開発事業費となっ

ております。前年度と比較いたしまして、1,063万円余りの減額となってお

りますが、主な要因といたしましては、移住支援金等に係る予算を第２款総

務費、第１項総務管理費、第２目企画費の移住・定住推進事業費へ計上した

ことによるものであります。新規事業といたしましては、高校生、大学生等

を対象とした地元企業の見学会を行う若者市内定着支援事業費や市内の職場

体験の受入可能な企業の募集を行い、中学生等が職場体験等を行いやすい環

境を整える中学生等職場体験受入募集事業費を計上しております。

以上が第５款労働費の説明でございます。ご審査のほどよろしくお願いい

たします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第５款労働費についての質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

午前１０時４４分 休憩

午前１０時４５分 再開

〇委員長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次は、第６款農林水産業費について、理事者の説明を求めます。農業委員

会事務局長。
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〇農業委員会事務局長産業政策部理事（立花一雄） それでは、第６款農林水

産業費のうち、農業委員会で所管しております費目についてご説明いたしま

す。予算書の66ページをお願いいたします。

第１項農業費、第１目農業委員会費についてでありますが、これは農業委

員会の運営に要する経費で、主なものといたしましては、農業委員会委員費

として農業委員、農地利用最適化推進委員の報酬及び農業委員会総会への出

席、農地の現地確認調査等に要する費用弁償などとなっております。

以上が第６款農林水産業費のうち、農業委員会で所管しております費目の

説明でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） それでは、第６款農林水産業費のうち、産業

政策部で所管しております費目についてご説明いたします。予算に関する説

明書の66ページをお開き願います。

まず、第１項農業費、第２目の農業総務費についてでありますが、これは

農林部門の職員の給与、所管施設の維持管理などに要する経費でありまして、

主なものといたしましては一般職員の給与費、農村公園管理費などとなって

おります。

次に、第３目の農業振興費についてでありますが、これは農業の振興を図

るための経費でありまして、主なものといたしましては、新規就農者育成総

合対策事業費などとなっております。新規事業といたしましては、東北大学

や事業者と連携して、担い手不足などの農業分野における課題解決に向けた

調査研究に取り組む産学官連携イノベーション創出事業費、農業者の所得向

上を図るため加工用ジャガイモの新規作付や規模拡大に取り組む農業者に対

し、経費の一部を補助する加工用じゃがいも産地化支援事業費を計上してお

ります。前年度と比較いたしまして２億9,674万円余りの減額となっており

ますが、この主な要因といたしましては、スマート農業推進事業費の減によ

るものでございます。

次に、67ページに移りまして、第４目の農地費についてでありますが、こ

れは農道や農業用排水などの土地改良施設の維持管理や整備に要する経費で

ありまして、主なものといたしましては、農道水路維持管理費などとなって

おります。

次に、68ページに移りまして、第６目の鳥獣対策費についてでありますが、

これは野猿公苑の管理、農作物の鳥獣被害対策に要する経費でありまして、

主なものといたしましては、野猿公苑管理事業費、天然記念物ニホンザル・

カモシカ食害対策事業費などとなっております。新規事業といたしましては、
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市の市街地等における放任果樹伐採を補助することで、野生鳥獣による生活

環境被害及び人的被害の軽減を目指す野生鳥獣生活環境被害対策事業を計上

しております。

次に、第２項畜産業費、第１目の畜産総務費についてでありますが、これ

は畜産部門の職員の給与に要する経費でありまして、一般職員の給与費とな

っております。

次に、69ページに移りまして、第２目の畜産振興費についてでありますが、

これは畜産業の振興を図るための経費でありまして、主なものといたしまし

ては、鯛島の館等指定管理料、草地畜産基盤整備事業費などとなっておりま

す。前年度と比較いたしまして、3,817万円余りの減額となっておりますが、

この主な要因といたしましては、令和３年度から実施しております草地畜産

基盤整備事業の進捗による年度ごとの整備内容の違いによるものでございま

す。

次に、第３目の牧野等管理費についてでありますが、これは市営牧野及び

畜舎の維持管理に要する経費でありまして、主なものといたしましては、む

つ地区牧野等管理費などとなっております。

次に、70ページに移りまして、第３項林業費、第１目の林業総務費につい

てでありますが、これは森林調査等に要する経費でありまして、主なものと

いたしましては、市が私有林の管理を実施する森林経営管理事業費、森林林

業の専門的な知識を有する人材を雇用する地域林政アドバイザー費などとな

っております。

次に、第２目の林業振興費についてでありますが、これは林業の振興を図

るための経費でありまして、主なものといたしましては、森林整備を行った

事業者へ市が補助することで、再造林等の森林整備の推進を図る豊かな森づ

くり推進事業費のほか、地元産木材を活用し、木質バイオマス燃料を使用す

る市内の事業者へ補助し、木材の地産地消やカーボンニュートラルの促進を

図る地域産木材循環利用促進事業費などとなっております。新規事業といた

しましては、新生児誕生のお祝いにヒバ材を使用した積み木の贈呈などを行

う木育事業費を計上しております。前年度と比較いたしまして、1,388万円

余りの増額となっておりますが、この主な要因といたしましては、地域産木

材循環利用促進事業費などの増によるものでございます。

次に、71ページに移りまして、第３目の造林費についてでありますが、こ

れはむつ市有林の森林整備に要する経費でありまして、主なものといたしま

しては、むつ市有林への植栽及び令和４年度並びに令和６年度に植栽を行っ

た森林の下刈りを実施する直営造林事業費などとなっております。新規事業
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といたしましては、早生樹について、下北地域に適した樹種の選定と施業方

法を確立するため、青森県産業技術センターの林業研究所が行う調査研究に

市有林野を提供する早生樹試験栽培事業費を計上しております。

次に、第４目の治山林道費についてでありますが、これは林地の治山工事

や林道の維持管理に要する経費でありまして、主なものといたしましては、

大雨などで水があふれ、林道などの劣化の原因となっている水路を改良する

林道改良事業費のほか、老朽化した林道橋を補修する林道橋長寿命化対策事

業費などとなっております。前年度と比較いたしまして、2,452万円余りの

増額となっておりますが、その主な要因といたしましては、林道改良事業費

及び林道橋長寿命化対策事業費の増によるものであります。

次に、第４項水産業費、第１目の水産総務費についてでありますが、これ

は水産部門の職員の給与、海面漁業月別漁獲数量の調査などに要する経費で

ありまして、主なものといたしましては、一般職員の給与費などとなってお

ります。

次に、72ページに移りまして、第２目の水産振興費についてでありますが、

これは水産業の振興を図るための経費でありまして、主なものといたしまし

ては、漁業共済掛金等補助金などとなっております。新たな事業といたしま

しては、国庫補助事業を活用して、漁業協同組合等が実施する施設改修等の

事業に要する経費の一部を補助する水産業強化支援事業費、国庫補助事業を

活用して漁業協同組合等が実施する長期的に海業の取組を行う際に必要な調

査等の取組に要する経費の一部を補助する海業取組促進事業費を計上してお

ります。前年度と比較いたしまして、2,516万円余りが増額となっておりま

すが、この主な要因といたしましては、新規事業として水産業強化支援事業

費、海業取組促進事業費を計上したことによるものであります。

次に、第３目の漁港管理費についてでありますが、これは漁港の管理に要

する経費でありまして、主なものといたしましては、漁港管理事務費などと

なっております。新規事業といたしましては、市内漁港にある道路照明灯を

ＬＥＤ化する市内漁港照明灯ＬＥＤ化改修事業費を計上しております。

次に、73ページに移りまして、第４目の漁港施設整備費についてでありま

すが、これは漁港施設の整備に要する経費でありまして、主なものといたし

ましては、桧川漁港の漁港施設機能強化事業負担金、むつ地区水産物供給基

盤機能保全事業費などとなっております。新たな事業といたしましては、防

衛施設周辺民生安定施設整備事業を活用し、防衛省が実施する芦崎湾の浚渫

工事前に芦崎湾に生息するナマコを生息に適した別の漁場へ移設整備するこ

とで、ナマコの資源保護と漁業経営の安定を図ることを目的としたナマコ増
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殖場整備事業費を計上しております。前年度と比較して１億1,762万円余り

が増額となっておりますが、この主な要因といたしましては、新規事業とし

てナマコ増殖場整備事業費を計上したことによるものでございます。

次に、第５目の浜奥内漁港施設整備費についてでありますが、これは冬季

風浪による航路への砂の堆積を防ぐため実施する浜奥内地区漁港施設機能強

化事業費となっております。

以上が第６款農林水産業費のうち、産業政策部で所管しております費目の

説明でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（木下尚一郎） それでは、第６款農林水産業費のうち、都市

整備部が所管しております費目についてご説明申し上げます。予算書の67ペ

ージをお開き願います。

第１項農業費、第５目地籍調査事業費についてでありますが、これは国土

調査法に基づいて実施する地籍調査に要する経費でありまして、主なものと

いたしましては、会計年度任用職員１名分の報酬、測量及び図面等の作成を

行う地籍調査事業委託料となっております。令和７年度は、国の第７次国土

調査事業十箇年計画に基づき、大字田名部字立山の一部及び二又川目の一部

160筆、0.6平方キロメートルの調査を予定しております。

以上が第６款農林水産業費のうち、都市整備部で所管しております費目の

説明でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。杉浦弘樹

委員。

〇委員（杉浦弘樹） それでは、４点質疑いたします。

まずは、１点目です。68ページ、第６目鳥獣対策費、天然記念物ニホンザ

ル・カモシカ食害対策事業費について質疑いたします。前年度予算よりも

600万円増えております。この600万円増えた理由のほうは、歳入でお聞きし

ますので、この歳出の部分では、600万円増えましたけれども、この増額を

どの分野に使っていくか、こちらのほうをお聞きしたいと思います。

あとは、同じく68ページの第６目鳥獣対策費の野生鳥獣生活環境被害対策

事業費でございます。これ新たに今年度から事業費としてついております。

前年度までは、鳥獣被害対策事業費として、私の理解が間違っていなければ、

この鳥獣被害対策事業費、県の補助金でやっていた事業費だと思うのですけ

れども、新たに事業費としてついている野生鳥獣生活環境被害対策事業費は、

以前の事業内容からどう変わっているのか、そちらのほうをお聞きしたいと

思います。
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あとは、72ページ、第３目漁港管理費の市内漁港照明灯ＬＥＤ化改修事業

費についてなのですけれども、これの事業概要のほう、ちょっと詳しくお聞

きしたいと思います。

４点目です。73ページ、第４目の漁港施設整備費のナマコ増殖場整備事業

費についてなのですけれども、令和７年度から令和９年度まで、芦崎湾の浚

渫工事を行うに当たってのナマコの資源保護ということで今説明がありまし

たけれども、この浚渫工事が終わった後も、この増殖場の運営のほうは継続

するのか、そちらのほうをお聞きしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主幹。

〇産業政策部農林畜産課主幹（菊池宣博） お答えいたします。

まず、天然記念物ニホンザル・カモシカ食害対策事業の増額につきまして

は、野猿監視人の報酬を令和６年度、月額２名、日額２名としておりました

が、まずサルの捕獲と追い上げについても強化したいということで、５名と

も月額にし、増額になった部分が主でございます。

続きまして、野生鳥獣生活環境被害対策事業につきましては、前年度の県

の補助事業につきましては、サルの実態調査の事業でございましたが、この

事業につきましては全く別物になっておりまして、まず市街地に放任果樹が

あることによって、鳥獣の出没件数が増えていると。結果的に猟友会等の負

担も大きくなることを鑑みまして、まずは原因となっている果樹の伐採につ

いて補助金を支出するものとなっております。こちらのほうは、国のほうか

らの補助となっております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 水産課長。

〇産業政策部副理事水産課長（柳谷真吾） お答えいたします。

まず、市内漁港照明灯ＬＥＤ化改修事業になりますけれども、こちらは概

要といたしましては、工事費といたしまして木野部漁港の照明のＬＥＤ化、

あと大畑漁港照明灯のＬＥＤ化、湯坂下照明灯のＬＥＤ化、この３漁港のＬ

ＥＤ化を進める予定としております。

あと、ナマコの増殖場につきましては、生息に適した場所ですので、そこ

で新たなナマコが生まれて育っていくというところになります。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 杉浦弘樹委員。

〇委員（杉浦弘樹） 市内漁港照明灯ＬＥＤ化について聞きますけれども、こ

ちらのほうは今後何年間かにわたり計画を立てて事業を行っていくのかどう

か、そちらのほうをお聞きします。
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もう一点、ナマコ増殖場整備事業ですけれども、これは、では今答弁いた

だいた中では、今後資源保護と、あとは増殖の部分の観点から、継続してい

くというふうなことでいいのかどうか。また、継続していくのであれば、管

理運営のほうはどこが行っていくのか、そちらのほうをお聞きしたいと思い

ます。

〇委員長（大瀧次男） 水産課長。

〇産業政策部副理事水産課長（柳谷真吾） お答えいたします。

ＬＥＤ化のほうにつきましては、令和７年、来年度で大畑地区の事業まで

完了する予定となっております。

あと、ナマコのほうにつきましては、新規に整備する予定はございません。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 杉浦弘樹委員。

〇委員（杉浦弘樹） すみません、多分私の質疑の意図が伝わっていなかった

と思うのですけれども、要は増殖場を整備するわけですよね。これが浚渫工

事が終わった後も継続するのかどうかというふうなのを聞いております。

あとは、答弁になかったのですけれども、管理運営を多分していく形でや

っていくと思うのですけれども、それはどこの業者がやるのか。むつ市漁協

さんがやるとは思うのですけれども、その辺のところについてお聞きしたい

と思います。

〇委員長（大瀧次男） 水産課長。

〇産業政策部副理事水産課長（柳谷真吾） 先ほどは申し訳ございません。補

足いたします。

こちらのほうは、新規で市のほうで漁場を整備いたします。あとは、漁協

さんのほうで今後継続して生育を進めていくという形になります。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。井田茂樹委員。

〇委員（井田茂樹） 今の杉浦委員の関連で質疑いたします。

浚渫の経緯でナマコの移動をするというお話を伺っておりますが、その浚

渫する前のナマコを捕獲しての移設場所とか、分かる範囲でお知らせ願いた

いと思います。

また、浚渫が終わって海底が元に戻った状態のときに、その移設したナマ

コはまた元に戻すのか、戻さないのか。その辺、分かりましたらお知らせ願

います。

〇委員長（大瀧次男） 水産課長。

〇産業政策部副理事水産課長（柳谷真吾） お答えいたします。
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移設場所につきまして、ナマコは芦崎湾で産卵、ふ化したものが大湊海域

及び奥内海域のほうで成長し、漁獲されております。この工事で同湾内に生

息する天然ナマコのへい死が予想されることから、天然ナマコの資源保護を

行うと同時に、安定した漁業経営に資する目的として整備するというところ

になっております。

あとは、ナマコを戻すか戻さないかになりますけれども、整備した場所に

そのまま生息していくというところになってございます。芦崎湾に戻すこと

はございません。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 井田茂樹委員。

〇委員（井田茂樹） 分かりました。そうすると、多分令和５年度だったと思

いますが、寅福プラントさん、企業さんから稚ナマコを提供いただいたと思

いますが、そのときに陸奥湾ではなくて、大畑と関根浜に放流したと聞いて

おりますが、現在どのくらい成長しているのか、分かる範囲でお伺いします。

また、陸奥湾に稚ナマコを放流できなかった理由を分かればお伺いしたい

と思います。

〇委員長（大瀧次男） 水産課長。

〇産業政策部副理事水産課長（柳谷真吾） お答えいたします。

まず、ナマコのほうがどのくらい成長しているかというお尋ねですけれど

も、漁協さんのほうに寄贈されており、漁協さんからまだその辺のことは確

認は取れておりませんので、市のほうでは把握しておりません。

あとは、ナマコが陸奥湾のほうに移設できなかったということにつきまし

ては、ナマコの陸奥湾への放流につきましては、以前から地方独立行政法人

青森県産業技術センター水産総合研究所及び下北地方水産事務所と一緒にナ

マコの種苗移入に係る勉強会を開催しておりました。その勉強会におきまし

て、陸奥湾へのナマコの種苗を移入すると、遺伝的影響及び貝毒プランクト

ンなどの混入のリスクがあるという見解を示されたことから、今回は津軽海

峡側の２漁協への寄附を行ったと伺っております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） 農林漁業についてお聞きします。

農林漁業を強化するために、担当職員の配置というのは本当に大事だと思

うのですけれども、この状況を見ますと、担当職員が増えていないのではな

いかという、そういう受け止めをしています。分かる範囲で、人数の変遷を

教えてください。
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それから、振興費が農業と畜産が減っているのですけれども、この理由に

ついてもお聞きしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 農林水産業の職員につきましては、令和６年

度から水産の専門官の方と林業の専門官の方を新たに配置したということが

ございまして、引き続き令和７年度においても、その専門官のお二方には当

部に所属していただくという予定でございます。職員のほうは、強化してい

るという認識でございます。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主任主査。

〇産業政策部農林畜産課主任主査（角野祐輔） お答えいたします。

まず、農業振興費が前年度より減となっている理由につきましては、前年

度実施したスマート農業推進事業費、こちらの事業が完了し、今年度は予算

計上していないものとなっているのが理由となります。

続きまして、畜産振興費についてですけれども、こちらが減となっている

理由としましては、草地畜産基盤整備事業費の事業内容が年度ごとに違いま

して、今年度は事業規模が減っておりますので、そのため減となっておりま

す。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） 林業費については、総務費がないので、専門職員はいな

いという受け止めでいいのでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主幹。

〇産業政策部農林畜産課主幹（菊池宣博） お答えいたします。

農業費のほうに一括してのっておりまして、そこから配分されることとな

っております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） 前にもこの問題を取り上げたことがあるのですが、職員

でいろいろ様々な分野を担当し合うということで何とか乗り切っているとい

うふうなことをお聞きしたことがあるのですけれども、やはり専門職員を育

てていくというのが本当に大事な観点だと思いますので、そういうことにつ

いての方針というものをお聞きしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 課は１つではあるのですけれども、農業グル

ープと林業グループと畜産鳥獣グループということで、それぞれに職員を配
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置しておりますので、課の職員はそういったいろんなそれぞれの分野を担当

しているということではなくて、専門のグループを配置しまして対応してい

るということでご了解いただきたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ３点質疑いたします。

まず66ページ、第３目農業振興費の産学官連携イノベーション創出事業費

の中でどういったお話がされているのかということと、どういった目標であ

るのかというのをもう一度確認したいと思います。

２点目、 70ページ、第２目林業振興費の地域産木材循環利用促進事業費

3,500万円、この活用見込みの事業者または団体等をお知らせください。

そして３点目は、72ページ、第２目、水産業強化支援事業費2,325万円で

すか、この事業内容と海業取組促進事業費が1,000万円計上されていますの

で、その辺の内容的なところをお答えできる範囲でお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主任主査。

〇産業政策部農林畜産課主任主査（角野祐輔） お答えいたします。

まず、産学官連携イノベーション創出事業についてですが、内容といたし

ましては、農林水産業の事業者が抱える課題や問題点について、東北大学と

連携して課題解決のための調査研究に取り組むこととしております。目標と

いたしましては、この事業によって事業者の所得向上を図るとともに、持続

可能な地域産業モデルの構築や新たな産業の集積を目指すという事業であり

ます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主幹。

〇産業政策部農林畜産課主幹（菊池宣博） 地域産木材循環利用促進事業の事

業者の予定についてお答えいたします。

今の現在の段階では、株式会社寅福プラント様となっております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 水産課長。

〇産業政策部副理事水産課長（柳谷真吾） お答えいたします。

水産業強化支援事業の詳しい内容ということでございますけれども、こち

らは国庫補助事業でございます水産業強化支援事業を活用して、漁協などが

実施する事業の経費の一部を補助するものでございます。令和７年度は、脇

野沢村漁協が実施する製氷施設改築改修事業を予定してございます。

もう一つ、海業取組促進事業についてでございますけれども、こちらにつ

きましては、漁協等が実施する事業に要する経費を補助することとなってお
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りまして、事業内容といたしましては、大畑町漁業協同組合が実施する港内

を活用した蓄養技術の調査研究などで、あとは脇野沢の鯛島塾むらおこし会

議が行います焼き干し体験ツアーの構築などとなってございます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ありがとうございます。まず、木材循環利用促進事業に

つきましては、寅福プラントさん、現在１社ということでお聞きいたしまし

た。他の木材を活用した、例えば銭湯をしているとか、そういった事業をし

ていらっしゃる方は今回は対象にならないということなのか、まずその１点

をお聞きいたします。

それから、イノベーションの創出事業ですけれども、これは例えばそれを

具体的な事業として実施していくためのタイムスケジュール等は現時点で決

まっているのかお知らせください。

あと、漁業問題については、脇野沢の製氷施設の改修等が行われるという

ことで了解いたしました。

以上、お願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主幹。

〇産業政策部農林畜産課主幹（菊池宣博） 補助金の対象についてであります

けれども、まず営業所や事業所がむつ市内にある業者、法人を想定しており

ます。内容は、熱利用としておりまして、電気等のバイオマス発電について

は別の補助がありますので、非該当とさせていただいております。

あとは、この事業の目的としましては、最終的には林業事業体の活性化と、

あとは森林整備が、要は再造林がきちんと行われることを目的としていると

ころでありまして、まず市内の林業事業体のほうと覚書とか協定をちゃんと

結んでいただくのと、森林経営計画を立てて、きちんと２年以内に再造林を

される森林からの供給を確保しているのが条件となっております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主任主査。

〇産業政策部農林畜産課主任主査（角野祐輔） お答えいたします。

具体的なスケジュールというところですけれども、令和７年度につきまし

ては、令和８年度以降の具体的な課題解決に向けた基礎的な調査研究、それ

から課題の掘り出し、また勉強会や研究報告会等の実施により、情報の共有

を図るということを予定しております。令和８年度につきましては、より具

体的な課題の解決の研究に取り組む予定としております。

以上です。
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〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ちょっと質疑が前後しますけれども、お許しください。

農業の産学官連携イノベーション創出事業ですか、これに対しては期待し

ております。令和７年度は現場の調査研究等で、次年度はそれぞれ勉強会と、

またそれを具体的な形にしていくのはそれ以降と思いますが、その具体的な

形としては、研究の後に出てくると思いますが、それまでに人材の育成が大

切と思います。その辺のところを並行していかなければならないと思います

ので、どのように考えているかお知らせください。

それから、木材の循環利用ですけれども、先般ちょっと森林組合関係の方

にお話をお聞きしたところ、伐採自体は機械化されていますので、かなりス

ピードは進みますけれども、それが植樹や育樹に対しては、保育に対しては

なかなか人材不足で進まないというお話をされていました。その辺のところ

の活用は確かにいいのですが、それに伴って整備が具体的にもう進んでいけ

ない状況もありますので、それをいい循環していくためには、やっぱり林業

者の技術者の育成も必要と思いますけれども、その辺のところは考えていら

っしゃらないのかお聞きいたします。

〇委員長（大瀧次男） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） まず、人材育成も並行して産学官の事業に取

り入れてやっていくべきではないかといったお話だったかと思いますけれど

も、まず現状として、担い手不足であるとか、耕作放棄地がどんどん大きく

なっていくのではないかといった、そういう課題に対しまして、スマート農

業であったり、またＡＩとかロボティクスとか、そういったものを活用して、

その少なくなった従事者の方々の部分をどうやって補填していくのかとか、

また新しい技術によってどんなことができるのかといったところを、まず調

査から始めてやっていくということでございます。

将来的にそれが技術者の育成とか、そういうことにまた結びついていくの

かどうかというのは、ちょっと今の時点ではそこまで踏み込んでいないとい

うことになりますので、ご了解いただきたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主幹。

〇産業政策部農林畜産課主幹（菊池宣博） それでは、人材育成の件に関して

お答えいたします。

まず、新規の従事者の育成としましては、県のほうで林業アカデミーを開

設しておりまして、年間10名程度だったと記憶しておりますが、１年間、た

しか支援金も出して、生活費は確保された状態で事業を受けたり、実際の体

験をするような体制で育成を実施しております。
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むつ市といたしましては、まず今の地域産材の活用の事業のほかに、あと

豊かな森づくり事業で再造林を継続して増やしていこうとしております。ま

ずは、通常の林業の事業が継続して実施されることで雇用の確保が永続的に

なると考えておりますので、きちんと長い期間で人材が雇用されて、その中

で育成されるというのがよろしいかと考えておりますので、できるだけ林業

の事業自体が増えるような形の対策を取っていきたいと今は考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。佐藤武委員。

〇委員（佐藤 武） １点だけ質疑いたします。

70ページ、第６款第３項第２目、地域産木材循環利用促進事業についてで

すが、事業の中身は分かりました。使用する木質バイオマスの調達経費の一

部を助成するという事業だと思いますが、１立米3,900円で9,000立米という

ことで、この積算根拠をお伺いします。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主幹。

〇産業政策部農林畜産課主幹（菊池宣博） お答えいたします。

単価ということですけれども、国のほうで毎月針葉樹の１立米当たりのチ

ップ用の木材の単価が示されておりまして、直近の予算を作成した段階では

１立米7,700円となっておりました。計算しますと、3,850円になると思うの

ですけれども、今後も値上がりが予想されまして、先ほど私も確認した内容

になりますけれども、３月５日の段階では、もう既に8,200円となっており

ますので、そういった形でできるだけ考慮した形となっております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 佐藤武委員。

〇委員（佐藤 武） 9,000立米のところが触れられていないので、お願いし

ます。

〇委員長（大瀧次男） 農林畜産課主幹。

〇産業政策部農林畜産課主幹（菊池宣博） 申し訳ありません。

当初こちらについては、今事業の活用を想定している寅福プラントさんが

１年間に使う量の見込みとなっております。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第６款農林水産業費についての質疑を終わります。

ここで、昼食のため１時まで休憩いたします。

午前１１時２７分 休憩
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午後 １時００分 再開

〇委員長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次は、第７款商工費について、理事者の説明を求めます。産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） それでは、第７款商工費のうち、産業政策部

で所管しております費目についてご説明いたします。予算に関する説明書の

74ページをお開き願います。

まず、第１項商工費、第１目の商工総務費についてでありますが、これは

商工部門の一般職員の給与費となっております。

次に、第２目商工振興費についてでありますが、これは中小企業等の振興

を図るための経費でありまして、主なものといたしましては、商工業の振興

と地域活性化を図るむつ商工会議所などへの商工団体助成費、市内中小企業

の経営安定を支援する中小企業金融対策費などとなっております。新規事業

といたしましては、新たな企業の誘致を目指し、立地可能性のある企業を訪

問し、直接市のＰＲを行うほか、既に市で事業を開始している誘致企業や、

青森県との連携を強化し、企業誘致に向けたネットワークの構築を目指した

フットワークでネットワークを創る企業誘致推進事業を計上しております。

次に、75ページに移りまして、第３目の観光費についてでありますが、こ

れは観光の振興を図るための経費でありまして、主なものといたしましては、

各地区の観光施設管理費、ＩoＴを活用した情報発信機器の導入可能性調査

を行う観光ＤＸ・情報発信システム導入事業費などとなっております。前年

度と比較いたしまして、３億1,164万円余りの増額となっておりますが、こ

の主な要因といたしましては、来月１日からスタートいたします一般社団法

人しもきたツーリズムへの負担金及び湯野川温泉濃々園の建て替えに向けた

建設工事等の事業費などを計上したことによるものであります。新規事業と

いたしましては、今年度当市並びに青森県と国際交流促進の覚書を締結いた

しました台湾高雄市との経済文化交流の促進及び地域の活性化などを目的と

した田名部・大湊地区閃閃事業を計上しております。

次に、76ページに移りまして、第５目のむつ来さまい館等管理費について

でありますが、これはむつ来さまい館、むつ下北観光物産館及びむつ市イベ

ント広場の管理運営に要する経費でありまして、主なものといたしましては、

３施設の管理運営に係るむつ来さまい館等指定管理料のほか、３施設に係る

建物設備等の改修に要するむつ来さまい館等改修事業費などとなっておりま

す。前年度と比較いたしまして、6,531万円余りの増額となっておりますが、

この主な要因といたしましては、経年劣化が著しい電気設備や舞台機構設備
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の改修に要する経費を計上したことによるものであります。

次に、77ページに移りまして、第６目の産業振興費についてでありますが、

これは産業の振興を図るための経費でありまして、主なものといたしまして

は、さらなる海外展開で外貨を獲得していく稼げる地域の構築を目指したむ

つ市海外展開“Ｐｌｕｓ Ｕｌｔｒａ”事業費などとなっております。前年

度と比較いたしまして、3,636万円余りの増額となっておりますが、この主

な要因といたしましては、むつ市海外展開“Ｐｌｕｓ Ｕｌｔｒａ”事業費

における市職員の海外企業等への派遣に要する経費を計上したほか、新規事

業といたしまして、道の駅の整備事業を進めるに当たり、必要な概算事業費

及び事業スケジュールの調査や課題整理を行う（仮称）道の駅整備事業など

を計上したことによるものであります。

次に、第７目の北の防人管理費についてでありますが、これは北の防人大

湊地区にあります安渡館、海望館、みどりのさきもり館、弐番館及び水源池

公園の管理運営に要する経費となっております。

以上が第７款商工費のうち、産業政策部で所管しております費目の説明で

ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） それでは、第７款商工費のうち、政策推進部が

所管しております費目についてご説明いたします。予算書の76ページをお開

き願います。

第１項商工費、第４目消費者行政推進費についてでありますが、これはむ

つ市消費生活センターの運営等に係る経費でありまして、主なものといたし

ましては、消費生活相談員の報酬となっております。

以上、第７款商工費のうち、政策推進部で所管しております費目の説明で

ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。富岡直哉

委員。

〇委員（富岡直哉） ２点質疑いたします。

まず、75ページの田名部・大湊地区閃閃事業負担金についてでありますが、

この具体的な事業の詳細と事業主体をむつ市、むつ商工会議所、しもきたツ

ーリズムの３者で実行委員会を組織するということになっておりますけれど

も、実行委員会を組織する理由についてお伺いしたいと思います。

次に、77ページの北の防人管理事業費についてでありますが、こちらにつ

きましては、安渡館の食堂が閉店してから３年近く経過しているというふう

に認識しておりますが、なかなか新たな出店者が見つからない状況であると
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いうふうに認識しております。それで、この安渡館の食堂の募集要項により

ますと、２月末まで出店者を募集しておりましたが、新年度においては何か

進展はあるのか、その点２点についてお伺いしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 観光・シティプロモーション課長。

〇産業政策部観光・シティプロモーション課長（角本昌史） お答えいたしま

す。

まずは、田名部・大湊地区閃閃事業について事業の内容をご説明いたしま

す。先ほど冒頭の説明でもありましたとおり、台湾高雄市との国際交流促進

の覚書を締結したことに基づきまして、台湾文化をむつ市の皆様にもご紹介

しながら、今後の経済交流にもつなげるということで、この事業を企画して

おるところでございます。

それぞれの中身についてでありますけれども、台湾高雄市を象徴するよう

なちょうちんなどを町なかに設置しながら、その台湾の食文化を紹介する屋

台を設置し、また台湾文化を体験できるような、具体的に言いますと、ちょ

うちんの色づけ体験でありますとか、そういったことを楽しめる夜市を開催

するということが一つ事業の中にございます。

そのほか、台湾文化を取り入れることで新たなにぎわいを創出することと

同時に、これまでむつ市の伝統文化である田名部まつりや大湊ネブタ、こう

いったことにもスポットを当てて、それらについてもちょうちんの設置であ

りますとか、祭り期間中のグリーンアップ事業、こういったことを同時並行

でやることによって、新たな風とこれまでの伝統文化を守りながら、むつ地

域のにぎわいづくり、地域経済の活性化というものにつなげてまいりたいと

いうことで考えておるところでございます。

この実施体制について、実行委員会を立ち上げる目的なのでありますけれ

ども、我々自治体といたしましても、高雄市政府との交流ということもあり

ますけれども、行く行くは民間事業者がお互いに稼げる地域ということで経

済交流をしていくということが大きな目的でありますので、そのためにはむ

つ商工会議所、そしてこれから稼げる地域づくりの主体になるしもきたツー

リズム、この３者で実行委員会をつくって事業を進めていくということが効

果的であろうということで、今回実行委員会を組織することとしたものであ

ります。

続きまして、安渡館の食堂施設についてでありますけれども、先ほど委員

おっしゃったとおり、閉店から３年程度、ずっと空き店舗のままで続いてい

るのですけれども、この間、都合３回募集をしております。先般の２月28日

までの募集も含めて３回行っているのですけれども、今回の募集についても、
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事業の検討をした事業者さんはいらっしゃったのですけれども、応募には至

っていないということで、今の応募に関してもゼロという結果になっており

ます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 富岡直哉委員。

〇委員（富岡直哉） まず田名部・大湊地区閃閃事業負担金についてでありま

すが、この事業自体の高雄市からの受入れはどの程度を想定しているのか、

その人数の部分について伺いたいと思います。

夜市の開催なのですけれども、こちらについては実際どの程度の期間を、

いつからいつまでを想定しているのかと、ちょうちんの設置ということでも

ありましたけれども、その規模とか期間についても併せてお伺いしたいと思

います。

それで、安渡館の件でありますけれども、今回も応募がなかったというこ

とで、こうなると家賃の部分が多分大きなネックになっているのかなと思う

のですけれども、例えば家賃の減額であったり、その要件の緩和というよう

なところが今後必要になってくるのではないかなと思いますけれども、今後

の見通しについてお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 観光・シティプロモーション課長。

〇産業政策部観光・シティプロモーション課長（角本昌史） まずは、田名部

・大湊地区閃閃事業の夜市の部分についてご説明をいたします。

夜市の開催に当たりましては、今計画しているところでいきますと、田名

部地区で開催する田名部夜市事業といたしまして、令和７年の８月10日の日

曜日、むつ市イベント広場で開催したいと考えております。夜市というイベ

ント自体は、この一日なのですけれども、ちょうちんの設置につきましては、

イベント広場に８月４日から 10日までの期間設置をしたいと考えておりま

す。

もう一か所、大湊夜市のほうなのですけれども、これは７月20日に水源池

公園で開催することを計画しておりまして、ちょうちんの設置につきまして

は７月20日から27日までの期間で設置をしたいと考えております。この期間

の設定につきましては、田名部まつりと大湊ネブタの空白期間といいますか、

祭りのない期間にも地域を盛り上げるきっかけとなるイベントを開催したい

ということで、この日時を設定しておるところでございます。

そして、安渡館の食堂施設のほうなのですけれども、今回の募集に当たり

ましても、使用料の減免については検討いたしまして、１年目100％、２年

目75％、３年目50％という条件緩和をした上で募集をしたのですけれども、
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応募がなかったということですので、それでもなお事業の採算としては厳し

いという事業者様の検討結果なのであろうということで真摯に受け止めたい

と思っております。

いずれにいたしましても、その安渡館の食堂施設がずっと空いたままとい

うことは、我々にとっても好ましい状況ではありませんので、さらなる要件

緩和であったりも含めて柔軟な検討を進めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 富岡直哉委員。

〇委員（富岡直哉） まず、田名部・大湊地区閃閃事業負担金でありますけれ

ども、詳細ご説明いただきました。この事業については今年の単年度として

想定しているのか、長期的なところを考えているのか、そのところについて

お伺いしたいと思います。

安渡館のほうですけれども、なかなか状況が難しいということで、安渡館

の一番集客が多い時期となると、花見の時期であるというふうに思います。

例えば花見の時期だけとか、要件を、そこら辺も緩和して考える必要性もあ

るのかなというふうに思いますけれども、そこをもう一度お願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 観光・シティプロモーション課長。

〇産業政策部観光・シティプロモーション課長（角本昌史） お答えいたしま

す。

すみません、先ほどのお尋ねの中で１点、高雄市側からの人数の部分に答

弁漏れがありましたので、それからまず補足説明させていただきます。我々

といたしますと、高雄市政府、あとは先日むつ商工会議所と覚書を締結した

高雄市観光協会様、その方々にもご招待を差し上げたいと思っておりますが、

先方のご都合もありますでしょうから、何人程度というのはこの場ではまだ

明確には答えられないものかなと思っております。

そのほか、この事業をやるに当たって、可能であれば台湾高雄市で屋台の

出店等をされている事業者様であるとか、ちょうちんの製作者、職人さんで

ありますとか、そういった方々を招聘できればと考えておるところでござい

ます。これをきっかけに一般の高雄市、台湾の方々の観光誘客につなげてま

いりたいと考えておるところでございます。

そして、この事業の実施期間なのでありますけれども、１年目の夜市の開

催事業の効果を見極めて、これが継続すべきものであると思えば、それは継

続いたしますし、もっと効果的なものがあるとなれば、それは柔軟に対応し

たいと考えておるところでございます。この部分につきましても、実行委員

会の中で検討を重ねて研究してまいるということで考えております。
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そして、安渡館の食堂施設のほうでありますけれども、桜まつり等のスポ

ット的な部分についても、やはり必要なものであろうと考えております。我

々市のほうにも、やはり桜まつり期間中食べる場所がない、どうにかならな

いかなという声は頂戴しておりますし、何とかせねばならぬということで考

えておりますので、そのスポットの部分につきましても、食堂の中に飲食事

業者さんに入ってもらうのがよいのか、それとも例えばキッチンカーの出店

で、食べるスペースとして食堂施設部分を開放、今でも開放はしているので

すけれども、そういったご案内の仕方も様々あろうかと思いますので、幅広

に、柔軟に検討を重ねてまいりたいと考えております。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。中村正志委員。

〇委員（中村正志） ２点ほどお伺いしたいと思います。

まず、75ページ、第３目観光費のアウトドアグランドデザイン策定事業に

ついてでございます。まずは、この事業の詳細をお聞きしたいと思います。

そして、これ９月定例会の補正でむつ市アウトドアグランドデザイン策定

事業費ということで、ほぼ同額の予算が計上されておりますが、やることは

それと同様なことなのでしょうか。令和６年度に引き続き令和７年度もこれ

でやって、最終的に令和７年度のほうで策定するということなのかどうか、

併せてお聞きしたいと思います。

次に、77ページの第６目産業振興費の（仮称）道の駅整備事業費でござい

ます。予算の説明資料によりますと、本年は概算事業費及び事業スケジュー

ルの調査、課題整理というふうなことで説明をされておりますが、この中で

課題整理というふうなことが挙げられておりますけれども、現時点での課題、

財源は別として、そのほかにどんな部分があるとお考えなのか、その辺りを

お聞きしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 商工労政課長。

〇産業政策部商工労政課長（徳 学） お答えいたします。

まず、アウトドアグランドデザインの詳細ということですけれども、こち

らの市の観光資源の現状ですとか課題抽出、分析を行っていただきまして、

１年を通じたエコツーリズムの検討、既存観光施設の観光策の検討、今後の

観光拠点となり得る道の駅施設整備の構想についてご提案をいただくという

ような事業になってございます。令和６年度、令和７年度で継続費を設定し

てございまして、令和６年度の成果といたしましては、道の駅に係る部分の

構想提案をいただくこととしてございまして、令和７年10月までの契約でお

願いしてございまして、最終的には10月で報告をエコツーリズム部分含めて

いただくというような事業となってございます。
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また、道の駅整備事業の課題の詳細ということでございますけれども、現

状予定地として取得しております土地の地盤の状態がちょっと軟弱地盤とい

うようなことで、平成26年度の調査で判明しております。それと、あと周辺

の排水環境についても、現状整備が整っていない、雨が降ったときには柳町

付近でちょっと増水も見られるということですので、今のむつインターチェ

ンジ付近に道の駅を整備した場合に、そういった地盤の問題、そして周辺の

排水の影響等、そういった課題を整理したいと。

また、道の駅整備事業に関する概算事業費とスケジュールについても整備

するというようなことで想定してございます。

〇委員長（大瀧次男） 中村正志委員。

〇委員（中村正志） そうしますと、令和６年度に引き続きのアウトドアグラ

ンドデザイン策定事業ということで、令和６年度の部分につきましては、先

ほどの道の駅をどういうふうなものにすればいいのかというふうなことも含

めて今年度中に報告を受けるということでありました。そうしますと、この

事業と道の駅の整備事業は連動しているものというふうな捉え方をしてもい

いでしょうか。

あと、今の説明ですと、道の駅のほうですと、場所の変更も含めて検討を

令和７年度もしていくというふうな理解でよろしいのでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 商工労政課長。

〇産業政策部商工労政課長（徳 学） お答えいたします。

グランドデザインと道の駅整備事業をリンクするかということでございま

すけれども、まず先ほど申しました令和６年度で道の駅の構想の提案をいた

だくこととしてございます。道の駅整備事業のほうで課題整理の点をお話し

しましたけれども、グランドデザイン事業で構想、提案をいただいたものを

持って、その構想を実現する場合の概算事業費ですとか、課題ですとか、そ

ういったスケジュール感といったものを整理しておりますので、そういった

点ではリンクした事業になってございます。

令和７年度、また別な場所もということも含めての検討かということでご

ざいますけれども、現状これ今の予定地で事業を進めるための検討というこ

とで、その点での費用を前もって積算することで財政的な計画も立てやすく

なりますし、今後の計画をスムーズに進めるための調査ということで認識し

てございます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） 75ページ、第７款の商工費の第１項、第３目の観光関連

団体負担金・補助金の件でお伺いいたします。
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各６団体 等が一 緒にな ったと いうの はお聞きしたのですが、そ れでも

1,600万円ほど事業費が増えているという、この内訳はどのようになってい

るのかお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 観光・シティプロモーション課長。

〇産業政策部観光・シティプロモーション課長（角本昌史） お答えいたしま

す。

お尋ねの部分は、しもきたツーリズムの負担金ということでよろしいです

ね。しもきたツーリズムの負担金といたしましては、合わせて3,424万7,000円

を計上しておるのですけれども、これにつきましては、これまで今回合併す

るむつ市域内の団体に対して市が支援、負担をしておった部分をそのまま計

上しておるところでございます。そのほか、今回合併することに伴いまして、

職員の人数が増えますので、今の市役所内の事務所では業務に支障を来すこ

とから、事業所の移転が必要となっておりまして、その移転費用も計上して

おるところでございます。その準備経費といたしまして、1,034万3,000円ほ

ど計上しておるところでございます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） 私考え方として、合併したら個々にかかっていた経費自

体が減少するのではないかなという感覚がございましたが、今のご答弁では

「増えたので」ということでしたが、それでこれの事業内容等が説明のほう

にもあったのですが、昨年度はのっていましたＭ―ロジの負担金というのが

なくなった状態の中で、それも一緒になったのかなとは思うのですが、その

事業内容の中にある「Ｍ―ロジ」という言葉が一切出てこないのですが、以

前こちらのほうで市の税金を使って用意した5,000万円のトラック自体の行

方はどこに、どういうふうになって、この合併したところで動かすのかとい

うことはご存じか、お伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 産業政策部次長。

〇産業政策部次長（山﨑 学） 佐藤広政委員のお尋ねにお答えいたします。

今回の合併につきましては、まず一般社団法人しもきたＴＡＢＩあしすと

に関係団体が合併することになります。そこで、しもきたＴＡＢＩあしすと

と下北物産協会につきましては、法人格を有する団体であります。そのため、

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づきまして、吸収合併する

形を取っております。そのため、法律に基づくと、吸収される団体のヒト・

モノ・カネ、財産、全て吸収することになりますので、Ｍ―ロジトラックは

じめ事業全て、スタッフも併せてしもきたＴＡＢＩあしすとの財産となりま
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す。そのため、事業を継承することとなりますので、今年度まで補助金とし

て交付していた経費は、一旦来年度はそのままの額で負担金を増やして、し

もきたＴＡＢＩあしすとへ負担金を支出することになります。

なお、そのほかの法人格を有していない団体につきましても、事業承継契

約書というものをしもきたＴＡＢＩあしすとと締結しておりますので、まず

は今年度まで事業をしてきた分の補助金、経費は負担金に上乗せして交付す

ることとなります。ただ、まだこれ先の話ということにはなりますが、合併

の契約書上では、来年度から３か年かけまして事業内容、さらに経費、それ

らを見直して、よりよい形で運営していくこととなります。いずれにいたし

ましても、来年度の予算につきましては、今までかかっていた補助金等はそ

のまま負担金に上乗せして交付することになりますので、負担金は増額した

こととなります。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） 77ページ、第１項第６目産業振興費について２点お伺い

します。

１点目が海外展開“Ｐｌｕｓ Ｕｌｔｒａ”事業費についてですけれども、

資料を見ますと、海外に市の職員を派遣するということになっておりますけ

れども、海外に派遣するに当たっての職員に係る経費、そちらについてお伺

いします。

もう一点が、新たな産業づくりによる稼げる地域づくり事業ですが、稼げ

る地域構築に向けた可能性調査という事業ですけれども、調査だけで1,150万

円ということですが、どのような事業を想定して、どのような調査を行うの

かお答えください。

〇委員長（大瀧次男） 観光・シティプロモーション課長。

〇産業政策部観光・シティプロモーション課長（角本昌史） お答えいたしま

す。

まずは“Ｐｌｕｓ Ｕｌｔｒａ”事業費に係る部分からお答えいたします。

海外に派遣する職員の予算というか、費用負担についてのお尋ねかと思いま

すので、それぞれの目的地ごとにご説明をいたします。

高雄市政府に派遣する分として、426万 9,470円を見積もってございます。

もう一方のシンガポール、ロサンゼルス等々に係る事業者様に派遣する職

員分として637万3,310円を見積もっておるところでございます。

続きまして、新たな産業による稼げる地域づくり事業についてであります

けれども、こちらはむつ下北地域が稼げる地域になるために、新たな産業興
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しが必要ということで企画しておりまして、そういった事業名になっており

ます。中身といたしましては、可能であればブルワリー事業を展開したいと

いうことで考えています。地域の特性を生かしたビールの加工、販売、それ

による特産品の販売額の向上、観光誘客の増というところを見込んでおると

ころでございます。ただし、こういった事業につきましては、やったはいい

けれども、赤字の事業だということにならないように、今のうちからビジネ

スとして成立するものかどうかというところをきちんと精査をするというこ

とで考えております。

そのための業務委託費を今回計上しておるのですけれども、ビジネスの専

門家、金融等々に精通した方々にマーケット調査であるとか、ビールの今の

動向、どういったものが好まれるか、むつ市の特性としてどういったビール

を作ることができるか、それを精査した上でブルワリーを建設することが可

能なのかどうか、ここまでをきちんと見極めるために業務委託をするという

ことでございます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 高橋征志委員。

〇委 員（高橋 征志） 海外 展開の ほうに つきましては２都市合わせ て年間

1,000万円程度、職員を派遣するのに経費がかかるということですけれども、

今の予定で派遣期間、何年くらい派遣する予定なのかというところをお聞か

せください。

それから、稼げる地域づくり事業につきましてですが、ブルワリーという

ことで、ちょっと聞いた限りですが、行政主導するには結構難しい事業なの

ではないかなというふうに思いました。ご答弁にも、ビジネスとして成立す

るかどうかというところを今回見極めるための調査だということですけれど

も、調査の結果、やはりちょっと難しいといったときには、調査でやめて、

事業から撤退するという判断もあり得るというところでよろしいか、見解を

お聞かせください。

〇委員長（大瀧次男） 観光・シティプロモーション課長。

〇産業政策部観光・シティプロモーション課長（角本昌史） お答えいたしま

す。

まずは、“Ｐｌｕｓ Ｕｌｔｒａ”海外に派遣する職員の予定期間という

ところからお答えいたします。シンガポール、ロサンゼルス等々の事業所様

に派遣する職員といたしましては、一応２年を予定しております。高雄市に

派遣する職員については、１年を予定しております。その後のことに関して

は、恐らくは事業効果等々を考えて検討することになろうかと思いますので、
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ご理解を賜りたいと存じます。

もう一点、新たな産業による稼げる地域づくり事業につきましては、その

調査の結果、これは成立しないという調査結果であれば、それはもう撤退と

いうのも一つの判断になろうということで考えております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第７款商工費についての質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

午後 １時３３分 休憩

午後 １時３４分 再開

〇委員長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次は、第８款土木費について、理事者の説明を求めます。都市整備部長。

〇都市整備部長（木下尚一郎） それでは、第８款土木費のうち、都市整備部

が所管しております費目についてご説明いたします。予算書の78ページをお

開き願います。

まず、第１項土木管理費、第１目土木総務費についてでありますが、これ

は一般土木事務に要する経費でありまして、主なものといたしましては、一

般職員21人分の給与費のほか、道路占用、住居表示台帳、道路台帳及び道路

除排雪業務を統合管理する道路情報等管理システムの保守や運用に要する委

託料となっております。

次に、予算書の79ページに移りまして、第２項道路橋りょう費、第１目道

路橋りょう総務費についてでありますが、これは道路や橋りょうの管理に要

する経費でありまして、主なものといたしましては、道路台帳整備事業費、

ゆとりの駐車帯等の土木関連施設管理費及びＬＥＤ街路灯の管理に要する街

路灯管理費となっております。

次に、第２目土木維持費についてでありますが、これは市道等の維持管理

に要する経費でありまして、主なものといたしましては、ゼロ市債工事など

８件の舗装及び側溝整備を行う市道等維持事業費、路盤の補修等を行う道路

等維持補修費、除排雪を行う除排雪委託料となっております。前年度と比較

いたしまして、１億6,007万 9,000円の増額となっておりますが、主な要因と

いたしましては、市道等維持事業費に係る委託料及び工事請負費の増による

ものであります。
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次に、第３目用地管理費についてでありますが、これは市が管理する道路

用地等の管理に要する経費となっております。

次に、予算書の80ページに移りまして、第４目道路新設改良費についてで

ありますが、これは道路の改良等に要する経費でありまして、浜通線融雪溝

整備及び中荒川・中山線道路整備などを行う道路整備事業費、大畑地区の仮

団地橋架け替え工事及び道路、橋りょうの修繕などを行う橋梁長寿命化修繕

事業費、山田１号線及び西町線の舗装補修整備を行う舗装長寿命化修繕事業

費となっております。前年度と比較いたしまして、１億3,316万 4,000円の増

額となっておりますが、主な要因といたしましては、橋梁長寿命化修繕事業

費に係る工事請負費の増によるものでございます。

次に、第３項河川費についてご説明いたします。第１目河川総務費につい

てでありますが、これは市が管理する普通河川や水路等の維持管理に要する

経費及び青森県が市内３地区で実施する急傾斜地崩壊対策事業に係る負担金

となっております。

次に、第２目河川改修費についてでありますが、これは市が管理する普通

河川や水路等の整備に要する経費でありまして、山田町地区に位置する不適

切盛土の対策工事を行う盛土緊急対策事業費となっております。前年度と比

較して5,100万 4,000円の増額となっておりますが、これは対策工事の施工に

支障となる家屋の移転補償費等の計上によるものであります。

次に、予算書の81ページに移りまして、第４項港湾費についてご説明いた

します。第１目港湾総務費についてでありますが、これは市が加盟する日本

港湾協会等への負担金となっております。

次に、第５項都市計画費についてご説明いたします。第１目都市計画総務

費についてでありますが、これは都市計画審議会の開催及び都市計画に関す

る事務の執行に要する経費となっております。

次に、第２目公園管理費についてでありますが、これは都市公園等の維持

管理に要する経費でありまして、主なものといたしましては、公園や広場等

の清掃及び遊具の安全対策等を行う公園管理費となっております。

次に、第３目駅前広場管理費についてでありますが、これは下北駅前広場

及び大湊駅前広場の維持管理に要する経費となっております。

次に、予算書の82ページに移りまして、第４目かわうちまりんびーち管理

費についてでありますが、これは青森県との管理協定に基づいて市が管理す

るかわうちまりんびーちの維持管理や海水浴場の開設に要する経費となって

おります。

次に、第５目街路整備費についてでありますが、これは都市計画道路横迎
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町中央２号線の整備に要する経費でありまして、用地の購入及び家屋の移転

等に係る補償費となっております。前年度と比較いたしまして、3,534万円

の減額となっておりますが、主な要因といたしましては、道路附帯工事費及

び事業損失補償費の減によるものでございます。

次に、第６目コンパクトシティ推進費についてでありますが、これはコン

パクト・プラス・ネットワークとした都市構造の実現化を図るための事業に

要する経費でありまして、金谷公園を中心に周辺施設と一体的な回遊性のあ

るまちづくりを推進するため、金谷公園整備を行う金谷都市拠点地区都市構

造再編集中支援事業費、立地適正化計画に定める居住誘導区域における安全

・安心なまちづくりを推進するため、西町線の歩道整備を行う昭和町地区交

通安全対策事業費及び官民連携によりこどもの安全安心を見守る見守りカメ

ラ整備事業費となっております。前年度と比較いたしまして、4,516万8,000円

の減額となっておりますが、主な要因といたしましては、金谷都市拠点地区

都市構造再編集中支援事業費による金谷公園改修工事費及び電柱移転補償費

の減によるものでございます。

次に、第７目景観費についてでありますが、これは当市の魅力ある景観の

保全、活用によるまちづくりの推進に要する経費でありまして、景観重要樹

木のライトアップや、まちづくり活動応援補助金事業を実施するみどりと景

観創造事業費及び早掛沼公園を中心として桜満開に向けた取組を行う桜満開

プロジェクト事業費となっております。

次に、予算書の83ページに移りまして、第６項住宅費についてご説明いた

します。まず、第１目住宅総務費についてでありますが、これは一般職員５

人分の給与費のほか、住宅の耐震化推進に関するもの及び空き家等の対策に

要する経費となっております。

次に、第２目住宅管理費についてでありますが、これは市営住宅の維持管

理に要する経費でありまして、主なものといたしましては、市営住宅の修繕

などを行う市営住宅維持管理費、むつ市公営住宅等長寿命化計画に基づき、

住宅の改修工事などを実施する市営住宅改修事業費となっております。前年

度と比較して1,486万 7,000円の増額となっておりますが、主な要因といたし

ましては、市営住宅の管理に使用している管理システムのプログラム改修を

行う住宅管理システム更新事業費等の計上によるものであります。

次に、第３目市営住宅建設費についてでありますが、これは田名部まちな

か住宅に関する事業費及び老朽化等により集約対象団地の解体工事費に要す

る経費となっております。前年度と比較いたしまして、1,859万 8,000円の減

額となっておりますが、主な要因といたしましては、令和７年度予定してお
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ります解体工事の規模が小さくなったことによる解体工事費の減によるもの

であります。

以上が第８款土木費のうち、都市整備部で所管しております費目の説明で

ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 建設技術部長。

〇建設技術部長（小笠原洋一） それでは、第８款土木費のうち、建設技術部

で所管しております費目についてご説明いたします。予算に関する説明書の

78ページをお開きください。

第１項土木管理費、第２目建設総務費についてでありますが、これは一般

職員20名分の給与費のほか、建築及び土木技術部門の関連事務経費となって

おります。主なものといたしましては、図面作成ソフトの更新やＰＤＦ差分

ソフトの購入及び積算システム用パソコンの購入など、デジタル化の推進に

係る経費を計上しております。

以上が第８款土木費のうち、建設技術部が所管しております費目の説明で

ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。野中貴健

委員。

〇委員（野中貴健） ２点質疑いたします。

まずは、79ページの第２目、除排雪委託料についてお伺いいたします。こ

ちらは、２億5,000万円の予算なのですけれども、もし分かるのであれば、

今年度どのくらい経費がかかったのかを１点お伺いいたします。

次に、82ページの第６目コンパクトシティ推進費のうちの見守りカメラ整

備事業費について、詳細のほうをお伺いいたしますが、これはどちらのほう

に何基つけるとか、分かりましたらお知らせください。

〇委員長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（木下尚一郎） 本年度の除雪の見込額について、私から回答

いたします。

２月25日現在で約３億8,000万円ほどの執行になっておりまして、これか

ら最後、一時堆積場をお借りしている方に排雪してお返ししなければならな

いところもありますので、その辺を見込みますと４億 5,00 0万円から４億

8,000万円程度の最終的な決算が今のところ、これからあまり降らないので

あれば、そのような決算見込みでございます。

〇委員長（大瀧次男） 都市計画課長。

〇都市整備部都市計画課長コンパクトシティ推進室長（小野太輔） 見守りカ

メラについてお答えいたします。
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何基ほどということですが、７台設置予定しておりますが、場所につきま

しては、不審者声かけ発生事案があった場所を中心に、これから広く選定し

てまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 野中貴健委員。

〇委員（野中貴健） まず、除排雪のほうですけれども、これから春にかけて、

この予算の中に一時堆積場、借りていたところをこれから修繕といいますか、

整地して返すわけですけれども、そちらの費用もその業者さんが多分負担し

ていると思うのですが、そちらも含んでの予算なのかも１点お伺いします。

見守りカメラのほうですけれども、これは設置してみて、今後例えば市内

あるいは各旧町村、大畑、川内、脇野沢に必要であればつけていく予定とい

うか、検討しているものがあるのかお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 土木維持課長。

〇都市整備部土木維持課長（遠藤龍規） 一時堆積場の整正ということでした

けれども、基本的に整正の分に関しては、市のほうでは予算は見ておりませ

ん。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 都市計画課長。

〇都市整備部都市計画課長コンパクトシティ推進室長（小野太輔） お答えい

たします。

現在市内で約30か所不審者情報等のある場所がございますので、そちらの

ほうに広く設定してまいりたいと考えております。

〇委員長（大瀧次男） 野中貴健委員。

〇委員（野中貴健） 見守りカメラのほうは分かりました。

最後、一時堆積場、除雪のほうですけれども、とはいえ、多分業者負担な

のですが、その金額たるもの、それぞれの業者さん、結構な負担していると

思うのです。それも込みで入札に入っていると思うのですけれども、その辺、

例えばＡ社が幾らかかりましたよ、Ｂ社が幾らかかりましたよ、こういうヒ

アリングをしたことがあるのかどうか。これがどれだけ業者に対して圧迫と

いいますか、一応やれる、やれないは別にしても、ちょっとその辺の話合い

というか、話を聞く場とかを設けたことがあるのかどうかと、これから検討

することがあるのかどうか、ちょっとお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 土木維持課長。

〇都市整備部土木維持課長（遠藤龍規） これまで一時堆積場の整正等に関す

る業者との話合いとかというのは特に設けてはおりませんが、今後必要があ

れば、そういう場を設けて協議してまいりたいと存じます。ご理解賜りたい
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と存じます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ２点質疑いたします。

土木費の第４目道路新設改良費のところで、大畑加工団地の橋の架け替え

工事が計画されていますけれども、この工事の事業の計画の詳細が分かりま

したらお知らせください。

そしてあと１点、住宅費、第２目住宅管理費のところで、公営住宅の住宅

管理費だと思います。この中で現在水洗トイレでない住宅は何棟で、どの地

区か、お知らせください。

〇委員長（大瀧次男） 土木維持課長。

〇都市整備部土木維持課長（遠藤龍規） 仮団地橋の架け替え工事計画につい

てでありますけれども、令和７年度から工事を開始しまして、工事の計画期

間としては令和10年度を予定しておりますが、令和９年度にできれば橋の交

通開放を目指しているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 住宅政策課長。

〇都市整備部住宅政策課長（品田 徹） 市営住宅の水洗トイレ化についての

お尋ねについてお答えいたします。

市営住宅のうち、水洗の洋式トイレはむつ地区では緑町団地、田名部まち

なか住宅、川内地区の川内しなの木団地、第一初見団地、第二初見団地と平

成以降に建設された住宅となっております。昭和時代に建設された団地は、

全てくみ取り式となっております。計画的かつ大規模な改修工事については、

むつ市公営住宅等長寿命化計画に基づき実施しておりますが、今のところト

イレの水洗化の改修工事などについての計画はございません。入居者からの

水洗化等の要望についても、今のところそんなに多くはないため、建て替え

に近いくらいの多額の経費を要することが予想されることから、古い住宅の

トイレの水洗洋式化というのは、ちょっと今現在では難しいかなと考えてお

ります。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） いいのかな。

（「水洗でない住宅は」の声あり）

〇都市整備部住宅政策課長（品田 徹） まず、むつ地区においては川守町団

地、金谷団地、川内地区においては熊ケ平団地、板子塚団地、あとは大畑の

外山団地と脇野沢の桂沢団地、以上になります。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ありがとうございます。では、橋りょうについてですけ
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れども、令和７年度、現在予算を盛られたわけですが、完成は令和10年度と

いうことで、できれば令和９年度中ということですが、これは大分皆さん細

い道路を不便して、危険を冒しながら仕事に通っている状況でありますので、

なるべく早い時期の完成を目指すべきと思いますが、これを利用している加

工団地、組合の方たちとは協議は十分重ねているのか、重ねてお聞きします。

そして、先ほどの水洗トイレについてですけれども、住宅そのものが古く

なっているので、水洗化というよりも、計画に沿って建て替えますよという

ことですが、大畑の外山団地も大分古くなっていますけれども、これ何年後

ぐらいの建て替えになっているのか、ちょっと確認をお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 土木維持課長。

〇都市整備部土木維持課長（遠藤龍規） 加工団地の皆様には、３月に一度伺

う予定としておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 住宅政策課長。

〇都市整備部住宅政策課長（品田 徹） 大畑の外山団地の市営住宅の今後に

ついてということでございますけれども、現在の市営住宅の整備計画につい

ては、先ほども申したとおり、むつ市公営住宅等長寿命化計画に基づいて行

っております。令和４年３月に改定されました同計画において、外山団地に

ついては当面維持管理に努めることとなっておりまして、現時点では建て替

え等の計画はありません。しかしながら、老朽化も大分進んでいることから、

令和８年度に計画の改定を予定しており、こちらのほうで建て替え等の検討

がされるものと考えております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） 団地については、協議を十分してくださるということで

すので、そこのところはよろしくお願いしたいと思います。

それから、大畑の市営住宅ですけれども、もう大分古くなっておりますの

で、耐震については大丈夫なのかどうか確認します。

〇委員長（大瀧次男） 住宅政策課長。

〇都市整備部住宅政策課長（品田 徹） 耐震化ということになりますか。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員、予算に対する質疑の範囲をちょっと超

えていますので、気をつけてください。

分かりますか。住宅政策課長。

〇都市整備部住宅政策課長（品田 徹） 耐震化の基準が昭和56年以降になっ

ておりまして、外山団地のほうがちょうど昭和52年から昭和55年の建設とな

っております。ただ、すみません、過去に耐震診断をしたかどうかというの
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は、今手元に資料がないので、ちょっと分からないです。申し訳ありません。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第８款土木費についての質疑を終わります。

ここで、２時10分まで暫時休憩いたします。

午後 １時５８分 休憩

午後 ２時１０分 再開

〇委員長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次は、第９款消防費について、理事者の説明を求めます。危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） それでは、第９款消防費についてご説明い

たします。予算書の84ページをお開き願います。

まず、第１項消防費、第１目の常備消防費についてでありますが、これは

下北地域広域行政事務組合に対する負担金でありまして、主なものといたし

ましては、消防本部 29名、むつ消防署 48名、大畑消防署27名、大湊消防署

28名、川内消防分署21名、脇野沢消防分署17名、計170名の消防職員に係る

人件費などとなっております。昨年度の予算額と比較して3,784万3,000円が

減額している主な理由といたしましては、川内、脇野沢消防分署庁舎整備に

よるものとなり、両分署庁舎建設に係る工事請負費の財源として地方債を活

用することから、市負担金が減となったものであります。

次に、第２目の非常備消防費についてでありますが、これは消防団事務を

委託しております下北地域広域行政事務組合に対する委託料でありまして、

主なものといたしましては、むつ消防団364名、川内消防団219名、大畑消防

団147名、脇野沢消防団92名、計822名の団員に係る報酬、費用弁償などとな

っております。

次に、第３目の水防対策費についてでありますが、これはむつ、川内、大

畑及び脇野沢の４地区の水防倉庫に災害時用として備蓄保管されている資機

材の補充や災害時の応急措置のための土のうなどの整備に要する経費であり

ます。

次に、第４目の防災対策費についてでありますが、これは防災対策全般に

要する経費でありまして、主なものといたしましては、防災行政無線放送施

設に係る電気料など及び設備保守点検に係る防災無線管理費943万 1,000円、

災害に備えて食料や飲料水などを整備する災害時用備蓄品整備事業費260万

6,000円、緊急避難場所を示す看板を更新する緊急避難場所表示看板設置事
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業費163万 8,000円、デジタル防災センター整備事業費に係る既存機器の移設

及び映像音響システム整備に係る経費１億813万円などとなっております。

昨年度の予算額と比較して8,349万 3,000円が減額している主な理由といたし

ましては、令和６年度をもって防災情報伝達手段整備事業が完了したことに

よるものとなります。

次に、第５目の消防施設整備費についてでありますが、これは防火水槽及

び消防団車両などの消防施設の整備に要する経費でありまして、主なものと

いたしましては、むつ消防団第６分団に消防ポンプ自動車を整備するための

消防団車両整備事業費3,432万 4,000円、老朽化が著しい防火水槽の撤去に係

る防火水槽整備事業費1,646万 1,000円などとなっております。昨年度の予算

額と比較して3,322万 7,000円が増額している主な理由といたしましては、消

防団の更新車両が消防ポンプ自動車となること、また防火水槽撤去事業費の

増によるものとなります。

以上が第９款消防費の説明でございます。ご審査のほどよろしくお願いい

たします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。住吉年広

委員。

〇委員（住吉年広） それでは、84ページの第９款消防費、第１項消防費の第

４目防災対策費の中の防災士育成事業費についてお伺いします。この事業、

私も防災士ですけれども、本当にありがたい事業費だと思っております。そ

の中で、令和６年度の予算は140万円に対し、令和７年度は80万円に縮小さ

れています。この削減の背景として、対象者や事業内容を見直した結果でし

ょうか。それとも、別な要因があるのかお伺いします。

また、これまで防災士資格取得の申請者は何名おられるのか、併せて市内

の防災士資格取得者数は何名いるかお伺いします。

次に、防災士試験は毎年７月頃に実施されますが、資格取得から補助金の

申請、交付までの流れを分かりやすく説明をお願いします。

〇委員長（大瀧次男） 総務部次長防災安全課長。

〇総務部次長防災安全課長（澁田 剛） お答えいたします。

防災対策費のうち、金額が140万円から80万円に縮小された分につきまし

ては、予算編成時のタイミングにおきまして、申請実績がその段階ではござ

いませんでしたので、財政担当と協議した結果、予算の縮小に至ったもので

ございます。

申請者数につきましては、現段階では１名の申請となっております。

防災士の資格者ということでは、令和６年度９月現在で135名と把握して
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ございます。

〇委員長（大瀧次男） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） 防災士試験から補助を受けるまでの流れに

ついてご説明いたします。

年度当初に資格取得の流れや講座の開催状況について助成対象となってお

ります自主防災組織や市内の高校、大学へお知らせしておりますが、今後に

つきましては、分かりやすい丁寧な内容について周知徹底を図ってまいりた

いと存じます。

また、手続の負担を軽減するための工夫についても、今後検討してまいり

たいと考えてございます。

〇委員長（大瀧次男） 住吉年広委員。

〇委員（住吉年広） 今答弁いただいて、至っていないから縮小したという部

分は、決算のほうできちんと議論していきたいというふうに思うのですけれ

ども、その中で縮小の要因というのは、見込みが甘いというふうに自分は捉

えていますけれども、それを踏まえて、令和７年度はどのような具体的な取

組で目標を達成しようと考えているのかお伺いします。

また、昨年の事業の取組で、本年新たな取組の内容がありましたらお聞か

せください。

次に、防災士育成事業が進まない理由として、私が考えるには、むつ市か

ら青森市とか八戸市までの移動距離や、また資格取得に必要な事前の費用４

万円が障害になっている可能性が考えられます。これらの課題について、ど

のように考えているのか、またそれらを克服するための具体的な対策はある

のかお伺いします。

〇委員長（大瀧次男） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたします。

防災士資格取得の魅力を高めるため、どのような具体策を検討しているか

についてお答えいたします。

防災士の平時における活動事例の紹介のほか、防災士資格を取得すること

で、自助、共助に地域防災力の向上につながっていく点などを踏まえた周知

徹底を図ってまいりたいと存じます。

（「２点目」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたします。

遠方での自己負担を軽減するための受験費用の一部前払いや移動手段の提

供補助などの実際の経費軽減を講ずる考えはあるかについてお答えいたしま
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す。防災士の資格は民間資格であり、防災に関する知識及び技術の向上のた

め、おのおのが取得する資格であると認識しております。一方で、市といた

しましては、防災士の育成は自助、共助による地域防災力の向上のため必要

であると考えておりますことから、負担を軽減するため受講料、試験資格料、

資格認証登録料などの一部経費につきまして助成をしておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 住吉年広委員。

〇委員（住吉年広） 分かりました。先ほどの答弁で、実際持っている人が135名

というふうに伺ったのですけれども、やはり今実際防災士を、こういう事業

費をやったとしてもなかなか進まない現状があると思うので、これ提案的な

分なのですけれども、例えば新規取得者数を増やすだけでは私は限界がある

と思っております。現在資格を持っているものの、活動していない人が一定

数、先ほど135名いるということなので、その方々に積極的にアプローチす

るべきと考えますが、本市のご見解をお伺いします。

２点目が、これもそれを補うものなのですけれども、防災士資格取得の特

例制度では、警察官、消防士、自衛隊などが一定の要件を満たせば講習や試

験の一部が免除されます。この特例制度を活用して、資格取得を推進すべき

と思いますが、本市のご見解をお伺いします。

最後に１点、先ほどもあったのですけれども、交通費や講習費が障害とな

っている以上、講習費の前払い補助や移動支援など、支援策を強化し、応募

者数を増やすべきと考えますが、本市のご見解をお伺いします。

〇委員長（大瀧次男） 防災安全課長。

〇総務部次長防災安全課長（澁田 剛） お答えいたします。

防災士資格取得のアプローチにつきましては、助成事業の対象となってお

ります自主防災組織、それから高校生、大学生のいずれも防災士資格を取得

するメリットといたしまして、自助、共助による地域防災力の向上につなが

っていく点など周知していく必要があると考えておりまして、そのようなア

プローチを図っていきたいと思っております。

〇委員長（大瀧次男） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） 防災士の特例制度の積極活用についてお答

えいたします。

警察、消防、自衛隊などの特例制度を活用し、戦力となる人材の育成を図

るべきではないかというお尋ねだと思いますが、自主防災組織には警察官や

消防、自衛隊ＯＢの方が多数いらっしゃることを伺っております。昨年各自

主防災組織へ特例制度について周知しており、本日時点で１名の申請がござ
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いました。ほかにも申請に関する問合せがございますので、特例制度を活用

した防災士資格取得の促進も図ってまいります。

また、これは消防だけではないとは思うのですけれども、現役時代からこ

のような広報は、消防署、警察、自衛隊の方々にお知らせが入っているとい

うふうに伺っておりますので、こういう制度がある自体は皆さんご存じだと

いうふうに認識しております。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） 理事者の皆さんのほうでは、役職名をしっかり言って答

弁のほうをお願いしたいと思います。

85ページ、第９款の消防費の消防施設整備費の防火水槽整備費、昨年度は

なかったのですが、今年度はあるというこの1,646万 1,000円なのですが、先

ほどのご説明の中では、老朽化した防火水槽の撤去ということでしたが、こ

の撤去をしなければならない、今後していかなければならないというような

防火水槽というのは、まだ今回のほかにもあるのかお伺いします。

〇委員長（大瀧次男） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたします。

今回撤去に至った経緯といたしましては、ご自宅に設置させていただいて

いる防火水槽でありまして、50年以上経過したものでございます。そして、

生活環境の中において、コンクリートの部分が非常にもろくなっておりまし

て、昨年度から撤去の要望があったものでございます。こちらは、設置者の

方から申告があって分かったものでございまして、実際撤去しなければいけ

ない防火水槽はあるものとは考えますが、今のところこのような申請がない

状況でございます。消防で、防火水槽についてはほぼ毎年数回にわたって点

検をしておりますので、そういう壊れる、破損状況などを報告いただいて、

今後撤去のほうを考えていきたいと思っております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） 大変申し訳ないのですけれども、ご自宅にあるというの

がちょっと分からなかったものですから。

（「敷地内に」の声あり）

〇委員（佐藤広政） 敷地内ということですね。今後それが続くというような

ニュアンスでしたが、必要だからそこに防火水槽があったわけですけれども、

今回撤去した箇所が、これから防火水槽が新たに必要になるのか、なくても

大丈夫なような状況になっているのかお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 危機管理監。
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〇総務部危機管理監（畑山勝利） 消防の水利といたしましては、防火水槽と

いうものは消火栓と違いまして、水道が断水した場合でも使えるという非常

に有効なものでございます。しかしながら、設置するに当たっては金額が大

分かかってしまう状況にあります。何分今回このご自宅の敷地内にある防火

水槽につきましては、付近に消火栓が２基ございます。また、比較的防火水

槽も付近にございますので、そこの代替の防火水槽は現在のところ考えてご

ざいません。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） １点だけお尋ねします。

84ページの第１項第４目防災対策費にある防災対策費3,271万 6,000円につ

いてですけれども、昨年度と比較しまして、この事業費だけで約1,900万円

増額しています。増額した理由についてお知らせください。

〇委員長（大瀧次男） 防災安全課長。

〇総務部次長防災安全課長（澁田 剛） お答えいたします。

主な増の理由といたしましては、防災対策費のうち、その事業の中の放射

線防護設備管理費というのがございまして、そちらにおきましては奥内小学

校の放射線防護施設になりますけれども、そちらの委託費のほうが毎年実施

しているほか、数年の単位で経費がかかる年度がございます。その委託費の

増によりまして、増額となったものと理解してございます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） 放射線防護施設設備の委託に係る経費が増えたというこ

とですけれども、具体的にどのような委託業務で、幾らくらい増えたのかと

いうところを改めてお知らせください。

〇委員長（大瀧次男） 防災安全課主任主査。

〇総務部次長防災安全課主任主査（佐藤純也） お答えいたします。

放射線防護設備管理費でございますが、まずこの施設は奥内小学校にござ

いまして、こちらは原子力災害が発生した際に市民の一次避難所となるよう

に整備した施設なのですけれども、こちら要支援者といいまして、原子力災

害の際に、健康リスクがあるために広域避難が難しい方が退避するというこ

とになっておりまして、陽圧化と申しまして、放射線が建物の中に入らない

ように、気圧を高い状態にして、施設内に流入することを防ぐ設備をこちら

に整備しておりまして、その点検保守に係る費用でございます。それが本年

度、５年に１度の活性炭素繊維製フィルターといいまして、放射線が入って
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こないように防ぐ、遮断するフィルターの更新が５年に１回の高額なものが

かかる時期になっておりまして、その分が1,111万円ほど増額となっており

ます。そのことがこの防災対策費の増額となっている理由の主なものとなっ

てございます。

〇委員長（大瀧次男） 高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） 事業名が防災対策費になっていますけれども、この中に

原子力災害に対する原子力防災の事業が入っているということだと思うので

す。今の設備の奥内小学校の避難所の保守点検以外に、原子力災害、原子力

防災に関する事業として、どのようなものがどれくらいの予算が計上されて

いるのでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 防災安全課主任主査。

〇総務部次長防災安全課主任主査（佐藤純也） お答えいたします。

先ほど申し上げた放射線防護施設管理費のほかに原子力防災対策事業費と

いうものもございまして、こちら今年度893万円程度を計上してございまし

て、この中身ですけれども、原子力防災の体制強化ということで、職員が他

県の原子力防災訓練の視察をするなど、あと原子力防災普及啓発のためのコ

ンテンツ作成、動画ですとか、資料の作成をして、市内の方に原子力防災に

対する知識を高めていただくというような事業費も盛り込んで計上している

ところでございます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第９款消防費についての質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

午後 ２時３３分 休憩

午後 ２時３４分 再開

〇委員長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次は、第10款教育費についてあります。

まず、第10款教育費のうち、教育委員会が所管する事項について理事者の

説明を求めます。教育部長。

〇教育部長（福山洋司） それでは、第10款教育費のうち、教育委員会が所管

しております費目についてご説明いたします。予算書の86ページをお開き願

います。
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まず、第１項教育総務費、第１目の教育委員会費についてでありますが、

これは教育委員会の運営などに要する経費となっております。

次に、第２目の事務局費についてでありますが、これは教育委員会事務局

の運営等に要する経費となっております。なお、前年度と比較して増額とな

った主な理由といたしましては、防災食育センターへの職員配置に伴う人件

費の増によるものとなっております。

次に、第３目の義務教育振興費についてでありますが、これは児童・生徒

への教育活動や支援に要する経費でありまして、主なものといたしましては、

小中一貫教育推進事業費、スクールサポーター配置事業費等となっておりま

す。

87ページを御覧願います。新規事業となる中学生海外派遣事業費でありま

すが、海外生活を直接体験することにより、国内外で活躍する人材の育成を

図ることを目的に実施するもので、令和７年度は交流を続けております中華

民国陽明国民中学との交流促進のため、中学生を台湾へ派遣するための経費

となっております。

なお、本事業の実施に伴い、令和７年度のポートエンジェルス市へのジュ

ニア大使派遣事業の実施を見送ることとしております。

次に、第４目の教育研修センター費についてでありますが、これはむつ市

教育研修センターの管理運営等に要する経費となっております。新規事業と

なるメタバース教育支援センター開設事業費でありますが、令和６年度に行

った３か月の実証を踏まえ、令和７年度中に本格運用するための経費となっ

ております。同じく新規事業、教育支援センター移転事業費でありますが、

老朽化が課題となっておりました現在のむつ市教育研修センターを旧田名部

カトリック幼稚園へ移転するための調査設計に係る経費となっており、この

２つの新規事業に係る経費が前年度と比較し、同額となった要因となってお

ります。

次に、88ページに移りまして、第５目の学務管理費についてでありますが、

これは児童・生徒の入学等の手続や就学援助及び奨学金の貸付け等に要する

経費となっております。なお、学校給食費無償化事業費及び給食弁当代替者

補助事業費でありますが、当初予算としては新規事業となり、前年度と比較

し増額となった要因となっております。

次に、第６目の教員住宅管理費についてでありますが、これは教員住宅の

管理に要する経費となっております。

次に、第２項小学校費、第１目の小学校管理費についてでありますが、こ

れは小学校の管理運営に要する経費でありまして、主なものといたしまして
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は、教育環境を整備するための各種事業費やスクールバス運行管理費、耐用

年数を迎えたＧＩＧＡスクール端末更新のためのＧＩＧＡスクール端末等整

備事業費となっております。新規事業となる小学校環境整備事業であります

が、昨年度から段階的に進めておりますトイレの洋式化に要する経費となっ

ております。なお、前年度と比較して減額となりました主な理由といたしま

しては、小学校冷房設備整備事業費の減によるものとなっております。

次に、89ページ、第２目の小学校教育振興費についてでありますが、これ

は小学校の教材備品や学校図書などの購入に要する経費となっております。

次に、第３項中学校費、第１目の中学校管理費についてでありますが、こ

れは中学校の管理運営に要する経費でありまして、主なものといたしまして

は、教育環境を整備するための各種事業費やスクールバス運行管理費等とな

っております。新規事業となるＧＩＧＡスクール端末等整備事業であります

が、耐用年数を迎えたＧＩＧＡスクール端末更新のための経費となっており

ます。同じく新規事業、中学校環境整備事業でありますが、昨年度から段階

的に進めておりますトイレの洋式化に要する経費となっております。なお、

前年度と比較して減額となりました主な理由といたしましては、中学校冷房

設備整備事業費の減によるものとなっております。

次に、90ページに移りまして、第２目の中学校教育振興費についてであり

ますが、これは中学校の教材備品や学校図書などの購入に要する経費となっ

ております。

次に、第４項社会教育費、第１目の社会教育総務費についてでありますが、

これは社会教育の推進及び生涯学習の振興に要する経費でありまして、主な

ものといたしましては、海と森ふれあい体験館指定管理料、地域学校協働活

動推進事業費となっております。新規事業となる海と森ふれあい体験館改修

事業費でありますが、館内の照明をＬＥＤ化するための経費となっており、

前年度と比較して増額となった要因となっております。

次に、91ページに移りまして、第２目の公民館費についてでありますが、

これは各公民館及び各地区公民館の管理運営に要する経費となっておりま

す。前年度と比較して減額となりました主な理由といたしましては、大畑地

区公民館改修事業費の減によるものとなっております。

次に、第３目の図書館費についてでありますが、これは図書館の管理運営

に要する経費となっております。

次に、92ページに移りまして、第４目の文化振興費についてでありますが、

これは芸術文化の振興、文化財の保護などに要する経費でありまして、主な

ものといたしましては、重要文化財旧大湊水源地水道施設修理事業費となっ
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ております。なお、前年度と比較して減額となりました主な理由といたしま

しては、重要文化材旧大湊水源地水道施設修理事業費の減によるものとなっ

ております。

次に、第５目の下北自然の家管理費についてでありますが、これは下北自

然の家の指定管理等に要する経費となっております。

次に、93ページに移りまして、第６目の地域文化・スポーツクラブ推進費

についてでありますが、これは中学校部活動の地域移行に伴う活動費であり

まして、主なものといたしましては、コーディネーター並びに指導者の報酬

及び「むつ☆かつ」の運営に要する負担金等となっております。新規事業と

なる東京大学連携事業費でありますが、スポーツクラブの活動に東京大学に

よる科学的分析を導入することで、こどもたちがより高い目標を持ち、勉強

やスポーツに取り組む姿勢を醸成することを目的とした事業となっておりま

す。同じく新規事業、むつ市地域スポーツクラブ補助金でありますが、地域

住民が中心となって設立する中学生を対象とした地域クラブの運営を支援す

るためのものであります。なお、前年度と比較して増額となりました主な理

由といたしましては、地域クラブへ移行する種目が増えることによる指導者、

マネジャーの増員に伴う人件費の増及びクラブ活動運営費の増によるものと

なっております。

次に、94ページに移りまして、第５項保健体育費、第２目の学校保健費に

ついてでありますが、これは児童・生徒及び教職員の健康診断やけがなどの

見舞金等に要する経費であります。新規事業となるフッ化物洗口事業費であ

りますが、児童・生徒の長期的な虫歯予防と歯科保健の向上を図ることを目

的に実施するもので、令和７年度は実施を希望する学校を対象としておりま

す。

次に、第３目の学校給食費についてでありますが、これは児童・生徒へ学

校給食を提供するために要する経費でありまして、主なものといたしまして

は、むつ市防災食育センター学校給食調理等業務委託費を含めた学校給食管

理費となっております。なお、前年度と比較して減額となりました主な理由

といたしましては、（仮称）むつ市防災食育センター建設事業費の減による

ものとなっております。

以上が第10款教育費のうち、教育委員会が所管しております費目の説明で

ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。岡崎健吾

委員。

〇委員（岡崎健吾） 87ページ、教育費、教育総務費、第４目の教育研修セン
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ター費の中のメタバース教育支援センター開設事業について、予算書の資料

にもありますが、この事業内容について、もう少し詳しく説明をいただきた

いと思います。

〇委員長（大瀧次男） 学校教育課長。

〇教育委員会事務局副理事学校教育課長（石川禎大） お答えいたします。

メタバースによる不登校支援についてになりますが、不登校児童・生徒に

対して各学校では家庭訪問や放課後登校などの支援を行い、当市ではむつ市

教育相談室で一人一人に応じた支援を行っているところです。ただ、全国的

に学校などの関係機関と定期的なつながりを持てていない児童・生徒が３割

から４割いるとの調査結果が昨年度出ておりました。当市でも約半数の児童

・生徒がそのような対象になっていると思われます。

そこで、特に学校や相談機関とつながっていない児童・生徒を対象として、

今年度10月から12月までの３か月間、メタバース空間に教育相談室を開設い

たしました。具体的には、顔出し、名前出し不要のアバターというもので、

その空間に入り、オンライン授業を受けておりました。そのような事業を行

いまして、今年度は47名の児童・生徒からの申込みがございました。中には、

学校に一度も登校できていない児童・生徒もメタバース空間で授業に参加

し、学校によっては出席扱いというような形で本人や保護者の励みになった

という報告も受けております。

また、本事業に参加しているこどもが当教育相談室とつながり、定期的に

相談室を利用しているというケースもございます。

課題といたしましては、オンライン授業を週２日、午前の時間帯に設定し

たところ、朝起きることが苦手なこどもの生活リズムと合わなく、参加を見

合わせたというケースもあると聞いております。このような事業を今年度行

っております。

以上となります。

〇委員長（大瀧次男） 岡崎健吾委員。

〇委員（岡崎健吾） この事業、私は本当に教育委員会の目玉事業ではないか

と思っております。この事業を通して、いろいろ悩んでいるこどもたちが立

ち直るきっかけになれば本当にいいなと、そう思います。担当する先生方も

いろいろ大変なこともあろうかと思いますが、力まず頑張っていただきたい

なと、そう思います。

いい事業といいましても、メリットもあればデメリットな部分もあるのか

なと思います。その一つとして、メタバースは個人情報を大量に扱うため、

プライバシーの侵害やデータの漏えいのリスクが高まることにより、ユーザ
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ーの行動や選択が追跡され、悪意のある第三者による攻撃の対象となる可能

性もちょっと指摘されています。このことについてはどのようにお考えにな

るのか、お聞きしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 学校教育課長。

〇教育委員会事務局副理事学校教育課長（石川禎大） お答えいたします。

個人情報漏えいの懸念については、教育委員会でも十分留意すべきことで

あると考えております。そのため、学校ではタブレット端末の使用に際して

アカウントやパスワードを第三者に教えないこと、個人情報をむやみに入力

しないことなどの注意事項を、登校しているこどもには直接、登校していな

いこどもには保護者を通じて指導しております。また、教育委員会がＩＤや

パスワードを発行、管理し、ユーザーであるこどもを一元管理しており、悪

意のある第三者が利用できない仕組みとなっております。

加えて、運営している業者に対しては、サイバー攻撃などに際しても十分

なセキュリティー対策を取ることを求めており、その点を十分に留意してメ

タバース上でのやり取り、教材ソフトの提供をしてもらっていただいており

ます。

以上となります。

〇委員長（大瀧次男） 岡崎健吾委員。

〇委員（岡崎健吾） 今の答弁で安心しました。

また、別なデメリットとして、長時間の画面使用は目の疲労や睡眠障害、

さらには姿勢に関する問題など、身体的な健康問題を引き起こすこともある

と言われておりますが、このことについてはどのようにお考えでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 学校教育課長。

〇教育委員会事務局副理事学校教育課長（石川禎大） お答えいたします。

健康面での配慮についても、教育委員会では留意すべきことであると考え

ております。そのため、先ほどのこどもたちへの指導に際して、タブレット

端末の使用については姿勢、距離、１時間使用したら外の景色を見て目を休

めることなどの注意事項をこどもたちに指導しております。

また、運営している業者に対しては、１こま１こまの授業と授業の間に休

憩をしっかり取れるような時間割で運営していただくよう伝えてございま

す。また、他市の事例においては、実際にメタバースの授業や交流などを経

て、今までは家に引き籠もりだった生活から、学校や商店街など外への活動

など外出するきっかけになったという事例も聞いております。

以上の点等を踏まえ、来年度本事業を推進していくに当たり、十分留意し

て実施していきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。
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〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。野中貴健委員。

〇委員（野中貴健） ２点お伺いいたします。

まずは88ページ、第５目学務管理費のうちの給食弁当代替者補助事業費に

ついてお伺いいたします。こちら学校給食が無償化になったとはいえ、アレ

ルギーとかで給食が食べられない子に対して、無償化に伴い親御さんの負担

軽減ということで同じ金額351円、375円、１日１食の負担分を給付するとい

う事業なのです。これは積算根拠で小学校10名、中学校10名ということにな

っているのですけれども、例えば人数がこれから増える可能性もあるのかな

と。これアンケートを取ったかどうか分かりませんけれども、そちらのアン

ケートの状況をお伺いいたします。

２点目ですけれども、93ページ、第６目地域文化・スポーツクラブ推進費

についてお伺いいたします。こちら富岡直哉議員が一般質問でも聞いていた

のですけれども、現在の指導者登録数と、その中の教職員の方が何人いるの

かお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 教育委員会総務課長。

〇教育委員会事務局総務課長（畑中俊彦） 野中委員のお尋ねの１点目、弁当

の代替者補助制度についてお答えいたします。

現在防災食育センターの普通食、アレルギー食の調査中でありまして、新

入生の調査がまだ終わっておりませんが、アレルギー食は50名程度になると

考えられております。また、28品目食品アレルギー献立表の提供は90名程度

になると考えられております。防災食育センター稼働により給食を食べられ

なくなる、いわゆる弁当の人数は現在まだ把握できておりませんが、今後４

月に入り、弁当代替者補助事業の申請や学校とのやり取りにおいて把握でき

るものと考えております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 地域クラブ企画推進課長。

〇教育委員会事務局次長地域クラブ企画推進課長（岩瀬圭吾） お答えいたし

ます。

「むつ☆かつ」のクラブの指導員ですけれども、大体登録者数で150名程

度、あと教員が約20名程度となっております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 野中貴健委員。

〇委員（野中貴健） 畑中総務課長、早口でちょっと聞き取りづらかったので

すけれども、私も負けないで早口で言いたいと思います。

アレルギーがあって食べられないなのですけれども、とはいえ、献立によ
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ってアレルギーがある品目、この日は大丈夫なのかな、いいのかなと。そう

なれば、例えば日割りでもそういう給付があるのかどうか、これ１点確認い

たします。

「むつ☆かつ」のほうなのですけれども、大体教員が20名ぐらいというこ

とで、こちら当然学校に勤めながらの指導なのですけれども、それの指導者

報酬というのはもらえるものなのかお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 教育委員会総務課長。

〇教育委員会事務局総務課長（畑中俊彦） ゆっくりお答えいたします。

アレルギーについては、防災食育センターを建設段階から協議を重ねてま

いりましたけれども、まずはアレルギー食１食を作るのに専用のレーン、専

用の職員等も必要になり、専用の食材を考慮することから、あくまで児童・

生徒の安全面をまず真っ先に考えまして、防災食育センター稼働時において

は、本当に１食だけの提供で、ほかの個別は考えておりません。今現在は、

学校においてはいろんな対応が異なった個別の対応をしておりますが、やは

り児童・生徒に対する安全性を考慮して、稼働時に至っては１食のみの提供

とさせていただきます。

〇委員長（大瀧次男） 地域クラブ企画推進課長。

〇教育委員会事務局次長地域クラブ企画推進課長（岩瀬圭吾） 報酬について

お答えいたします。

教員、あと市の職員もですけれども、兼職兼業届というものを出していた

だいています。そして、通常の勤務時間外というところでは報酬をお支払い

しております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 野中貴健委員。

〇委員（野中貴健） 指導者報酬のほうは分かりました。

弁当のほうなのですけれども、今１年稼働してみた後に、例えば再来年度

になったら、委託業者さんのほうが、もう少しアレルギー対応食、もう１品

目、２品目増やせるのかなと判断したときは、もしかするとそのアレルギー

に対応できるようになれば、そういう可能性といいますか、その代替弁当が

要らなくなるかもしれないという状況なのか、検討しているのかお伺いいた

します。

〇委員長（大瀧次男） 教育委員会総務課長。

〇教育委員会事務局総務課長（畑中俊彦） お答えいたします。

今後栄養士と協議の上、進めていく形になりますけれども、現状はまずは

厳しく対応していただいて、今後はまだある程度少しは対応できると思いま



- 62 -

すが、何食も作れるものではない。先ほど最初に言いましたけれども、専用

のレーン、専用の職員が必要になりますので、やはり混在することによって

生命の危険性もございますので、基本的には１食のみの対応になるものと考

えております。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。中村正志委員。

〇委員（中村正志） 何点か質疑させていただきます。

先ほど岡崎委員もお話をされたのですけれども、87ページ、教育総務費の

メタバースのほうでありますが、これは不登校及び不登校傾向児童に対して

ということで、一人一人に寄り添ったオンライン支援ということで、説明で

すと、生成ＡＩを用いたキャリア支援、オンライン学習、ゲーム等を活用し

たオンライン交流、メタバースを活用したオンライン登校というふうなこと

で、様々な種類の支援を行うこととなるのですが、先ほどの説明でもそうな

のかと思ったのですが、これらを運営するのはあくまで外部の方ということ

でよろしいのでしょうか。それが１つ。

あと、ちょっと触れられていたかと思うのですが、新年度では開設時間、

あるいは開設時期、これは通年というふうな理解でよろしいのか。また、時

間についても、先ほど午前中の時間だとアクセスが難しいということで変わ

るようなこともあるのかということをお聞きしたいと思います。

また、先ほどの中でもありました、これに参加すると出席扱いする学校さ

んがあったということだったのですが、もしそうであるならば、やはりむつ

市全域、全部の学校で同じように出席扱いできるようにするのがいいのかな

というふうに感じますので、どこの学校では出席扱い、どこの学校ではそう

ではないみたいなのが、やはりそこの差がないのがいいのかなという気がし

ていますので、その辺りの点をお聞きしたいと思います。

２点目としまして、同じく87ページ、第４目教育研修センター費の中の教

育支援センター移転事業ということで、小さい頃からなれ親しんだ施設が近

くからなくなるというのは、ちょっと寂しい気がしておりますが、現教育研

修センターを旧田名部カトリック幼稚園に移転することで、こちらのほうも

不登校支援の機能の強化を図るということなのでありますが、それではまず

令和７年度は移転にかかる調査及び設計業務ということなのですが、これ移

転の全体のスケジュール、どれくらい、何年後移転となるのかと、不登校支

援の機能強化ということでありますが、移転することによって新たに取り組

む事業というのは考えられているのか。学びの多様化というふうな点で、も

しあるのであれば、そちらのほうをお伺いしたいと思います。

もう一点、93ページ、社会教育費の第６目地域文化・スポーツクラブ推進
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費の中の東京大学連携事業ということで、こちらスポーツを軸にした教育環

境の整備というふうなことをうたわれておりますが、スポーツ科学的なもの

につきましては、何となくイメージできるのですけれども、その教育環境の

整備というふうなのは、ちょっとどういう状況かというのはなかなかイメー

ジできなかったものですから、その辺りで具体的なものがあればお聞きした

いと思います。

〇委員長（大瀧次男） 学校教育課長。

〇教育委員会事務局副理事学校教育課長（石川禎大） お答えいたします。

まず、メタバース事業についてのお尋ねの１点目ですけれども、こちら運

営するものになりますけれども、授業のコンテンツを提供していただいたり、

メタバース空間を提供していただくのは外部の業者となっております。そち

らとむつ市教育相談室のほうで連携しながら運営をしているという形になっ

てございます。

２つ目になりますけれども、こちら今年度の開設の時間やスケジュール等

についてになりますが、先ほど課題として挙げたものを克服するためという

ことも踏まえながら、来年度よりよい業者を選定することが重要であると考

えておりますので、来年度、４月から６月くらいまでをめどにしっかりと業

者を選定し、夏休みにわたってこどもが申込みをし、夏休み明けから約半年

間程度、年度末までメタバース教育支援センターを開設する計画となってご

ざいます。その中で、午前だけではなく、午後の時間帯にも授業提供ができ

るような、そのようなことを今計画、検討してございます。

３点目、このメタバース不登校支援を利用した生徒への出席の取扱いにつ

いてになりますが、市内全ての小・中学校の校長に対して、本事業について

校長会合同会議等で説明をし、利用した生徒につきましては、月ごとに利用

状況を校長に宛てて連絡をしてございますので、各学校で出席扱いとするよ

うな形で利用していただいているのではないかと思っております。

続きまして、センター移転についてのお尋ねの１点目になりますけれども、

移転のスケジュールになりますが、令和７年度については調査設計をまず行

い、その後必要な工事が何であるかを確認し、工事を開始、こちら議会での

お諮りをしてからということになりますが、その後令和８年度にかけて工事

を引き続き継続し、令和８年度中のいずれかの時期で移転をしたいと計画を

しております。いずれにおきましても、調査設計を行ってからという形にな

ります。

移転後に行われる事業についてのお尋ねになりますけれども、こちら新し

い施設におきましては、住宅街に位置しているということもありますので、
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一時避難所という形での対応が可能かどうかも調査研究の中でしてございま

す。

また、多様な学び、あるいは地域の人たちとの交流というようなこともで

きることがあれば、ぜひ積極的に取り入れていきたいと考えてございます。

いずれにいたしましても、不登校の子たちへの支援ということでは、校内、

学校に置いてある校内教育支援センター、むつ市の相談室という市の教育支

援センターが連携をしながら進めていくことが大切であると考えておりま

す。

全国的に他県で行われている学びの多様化学校等については、今後また調

査研究しながらと考えてございます。

以上となります。

〇委員長（大瀧次男） 地域クラブ企画推進課長。

〇教育委員会事務局次長地域クラブ企画推進課長（岩瀬圭吾） 東京大学連携

事業についてお答えいたします。

まずこの事業、具体的にはスポーツのところではモーションキャプチャー

とかというカメラシステム、こういったものを活用していただいて、生徒の

動作を分析してもらうと。普通の映像であれば、カメラ映像であれば、二次

元の画像でしかないのですけれども、モーションキャプチャーですと三次元

で捉えることができると。かつ、さらに詳しいシステムだと、筋肉の動きで

あったり、骨格の動きというのも分析できる。それを例えばトップ選手の動

きと重ね合わせてどこが違っているのか、そういったところを直接説明して

いただくと、そういったイメージの事業となっております。

教育的な環境というふうな意味合いですけれども、東京大学でのそういう

研究を直接生徒が関われる、体験できるというのがまずは大きなモチベーシ

ョンになるのではないかなと考えております。

あと、事業のほかの部分として、東大生の運動部の方に、こっちで合宿な

りとかで来ていただいて、生徒と一緒に活動していただくと。スポーツとい

うところではもちろんなのですけれども、一緒に活動していただく中で、話

をしたりとか、そういうところで東大生がどんなことを考えているのか、ど

ういう視点を持っているのか、そういうふうなものも直接感じてもらう、そ

ういうふうなところに視点を置いております。

あと、この事業、東京大学のＵＴＳＳＩというふうな部署と連携する予定

となっております。ＵＴｏｋｙｏ Ｓｐｏｒｔｓ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｉｎｉ

ｔｉａｔｉｖｅ、東京大学スポーツ先端科学連携研究機構というふうなとこ

ろなのですけれども、ここの機構の目的が、スポーツ科学の研究を通じて競
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技の向上や理解の深化を図りつつ、高齢者や障がい者を含む幅広い人々の心

身の健康問題に取り組むこと。すごく広い分野の研究をしていると。ここの

研究者に名前を連ねている方が、スポーツ、健康といった分野はもちろんな

のですけれども、まちづくりであるとか、あと広くは宇宙工学といった方も

研究者に入っていまして、そういった方を何らかの形で講師で来ていただい

て、こどもたちの前で話をしていただくとか、そういったソフト的な意味で

の教育環境の整備というふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと存じ

ます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） 学校給食無償化事業についてお伺いいたします。

先ほど来からメタバースや教育支援センター等々の不登校の生徒たちとい

うお話が出ておりますが、この無償化事業費の中で先ほどもあったように、

弁当ということで、アレルギーの子たちに対してしっかりとした対応をして

いるのですが、不登校の子たちには給食費無償化という恩恵が何かしらの形

であるのかどうか、予算の中にはそういう無償化の形というのが取られてい

るのか。

それと、今様々なものが物価高騰している中で来年度の予算を組んでいる

のですが、そこら辺を考慮したような予算編成になっているのかお伺いいた

します。

〇委員長（大瀧次男） 教育委員会総務課長。

〇教育委員会事務局総務課長（畑中俊彦） お答えいたします。

現在あくまで給食を受けている方に対しての補助になっておりますので、

不登校の方を、ずっと行っていない方はちょっとあれですけれども、学校に

行かれることがあれば、その方の分も含まれて学校のほうに補助を出してお

ります。

先ほど野中委員の質疑にありましたけれども、ずっと食べられないではな

くて、定期的に食べられないとか、そういう方が出てきますので、その辺が

今後の課題になってくると考えております。

物価高騰につきましては、今年度途中で１回物価高騰分を見込んで給食費

のほうの値上げをしております。予算編成上で、当初はそのままの予算なの

ですけれども、今後も物価上昇を見据えながら協議して、給食費に対応して

まいりたいと考えております。

〇委員長（大瀧次男） 佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） ありがとうございます。これは、給食費無償化のほうに

関わるのかどうか、ちょっとあれなのですけれども、例えば今回の教育研修
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センターに通っているこどもたちというのも不登校でいらっしゃると思うの

ですが、その方たちの給食というのはどのようになっているのでしょうか。

それも、この予算の中に含まれているのでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

結論からいうと、教育研修センターに通っている方は給食は出ていないの

で、補助金の対象とはなっていません。給食を食べていないのでということ

になります。委員ご指摘の点は、この補助金を創設する、昨年の10月から始

めているのですが、その前の段階で様々検討したのですが、あくまでも学校

給食に対する補助金という観点でつくっておりまして、弁当代替者につきま

しても、学校でみんなと給食の時間に給食をやむを得ない理由で食べられな

くてお弁当を食べている方への支援という位置づけでございます。ただ、ご

指摘いただいている点は、我々も悩んだところではありますので、今後も何

かしらの検討を続けていきたいとは思いますが、こどもたちには学校給食と

いうのも一つの学校に行くモチベーションかとも考えておりますので、そう

いった観点も踏まえながら、ちょっと検討してまいりたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） ３点あります。

まずは88ページ、第２項第１目市立小学校遊具更新工事費ですけれども、

昨年度も一度質疑させていただきまして、まずは鉄棒からという話でしたが、

いよいよ事業が始まるということで、令和７年度の事業予定、何校令和７年

度に終わって、いつ頃工事が終わって、こどもたちが何月くらいから遊べる

ようになるのか。また、令和７年度と令和８年度以降もあると思いますので、

令和８年度以降の整備のスケジュール、どのようにお考えというところをお

知らせください。

次は、92ページの第４項第４目文化振興費についてです。以前も一般質問

いたしましたけれども、新たに設置を検討中の文化財展示施設についてです

が、令和６年度は、たしか視察をするということで旅費を持っていたという

話でしたけれども、新年度予算を見ると、その関連する予算が計上されてい

ないように思います。むつ市総合経営計画にも位置づけられている事業なの

で、廃止ということはないと思いますが、令和６年度、視察によってどのよ

うな成果や知見が得られたのか、またそれを踏まえて新年度は予算ゼロとい

う状態でどういうことを行うのかということをお聞かせください。

それから、最後87ページの第１項第３目義務教育振興費の中学生海外派遣

事業、先ほどご説明あって、ポートエンジェルス市ではなくて、新年度は台
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湾だという話がありました。昨日濵田栄子委員が姉妹都市交流30周年の記念

事業費の件で、記念品を送る事業だという話の中で、市長の答弁に、ジュニ

ア大使がいるので、市長が行かなくてもというご答弁があったと思うのです

が、今回の海外派遣は台湾ということなので、市長の答弁はジュニア大使が

いるから大丈夫という話と、今回の教育委員会の事業としては台湾に行くと

いう話で、ポートエンジェルス市は今年は見送るということで、ちょっと話

が矛盾しているのではないかなと思うのですが、その辺の考え方についてお

知らせください。

〇委員長（大瀧次男） 教育委員会総務課長。

〇教育委員会事務局総務課長（畑中俊彦） 私から、遊具の更新についてお答

えいたします。

今年度で鉄棒の整備が終わりまして、令和７年度からはその他の遊具の整

備を予定しております。令和７年度におきましては、２校の整備を予定して

おります。遊具の納品状況等にも影響されますが、教育委員会といたしまし

ては、年度内に児童が利用できるよう、夏休み明けの整備を目標としており

ます。

また、令和７年度以降の整備計画につきましては、未整備の学校につきま

しても、順次計画的に整備してまいりたいと考えております。

以上となります。

〇委員長（大瀧次男） 生涯学習課長。

〇教育委員会事務局副理事生涯学習課長（横山拓子） 予算書92ページの第４

目文化振興費、説明欄のその他文化振興費の中で、８節旅費151万 9,000円の

中に展示施設の視察のための職員旅費を３万5,000円計上しております。展

示施設整備調査に係る予算は、以上となっております。

〇委員長（大瀧次男） 学校教育課長。

〇教育委員会事務局副理事学校教育課長（石川禎大） お答えいたします。

今年度ジュニア大使としてポートエンジェルス市に、１月に10名の中学生

がジュニア大使として派遣されました。当地での議会において、ジュニア大

使のこどもたちが代表して、これまでの交流を振り返るプレゼンテーション

をしております。また、ポートエンジェルス市の市長から、これまで30周年

の交流の歩みを振り返りながら、感謝のメッセージをいただいてきておりま

す。そのような形で、今年度市長はポートエンジェルス市を訪問はしません

でしたけれども、ジュニア大使として役割を十分に果たしてきたのではない

かなと思っております。そのことにつきましては、先日の報告会でも詳しく

報告させていただいておりました。
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このジュニア大使におきましては、ポートエンジェルス市への中学生派遣

を条例でジュニア大使というふうに位置づけてございます。そのため、来年

度台湾に派遣する海外事業につきましては、ジュニア大使という位置づけで

はなくて、中学生の海外派遣という位置づけで実施を計画してございますの

で、ご理解賜りたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） 文化財の展示施設の件ですけれども、３万5,000円の調

査の旅費だということで、具体的にどういうことを想定されているのかお聞

かせください。

また、ポートエンジェルス市の件についてですけれども、つまり今年30周

年を迎えるということですが、既に令和６年度の派遣で、一度30周年のジュ

ニア大使の役を果たしたという理解なのか、そういうことでよろしいのでし

ょうか。

〇委員長（大瀧次男） 生涯学習課長。

〇教育委員会事務局副理事生涯学習課長（横山拓子） 高橋委員のお尋ねにお

答えいたします。

予算計上しております３万5,000円の内容ですが、主幹１名、主任主査１

名の旅費となっております。こちらの基準なのですけれども、県内の小・中

学校閉校校舎の利活用をしている施設をまず視察したいと考えております。

そのほか重要文化財を収蔵している施設など、当市と同様の収蔵品がある施

設を優先的に選択しております。令和７年度は、県内であれば七戸町の二ツ

森貝塚館を予定しております。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 私からは、ジュニア大使の件についてお答えいたし

ます。

今回１月に行ってきたジュニア大使ですが、30周年という節目とはなって

いますが、そのジュニア大使、今回の令和６年度のジュニア大使の派遣事業

自体が30周年の記念事業という位置づけでは考えてございません。ただ、そ

ういった節目であったので、先ほど答弁いたしましたとおり、先方の議会の

ほうでそういった30周年の交流も深めてきたということでございます。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 高橋征志委員。

〇委員（高橋征志） 文化財の展示施設について、最後ですけれども、予算が

３万5,000円ということで非常に少ない額なので、後ろ向きというか、後退
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したような印象をどうしても持ってしまうのですけれども、かねてから長期

計画に位置づけられてきた事業なので、当時の計画を立てた方々も未来に向

かっての投資とか、多分そういう思いでいたのではないかなと思います。予

算は少額ですけれども、やらないというわけではないと思います。今後の思

いにつきまして、最後教育部長、一言いただけますでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 思いということですので。

教育委員会といたしましても、文化展示施設というのはすごく欲しいとい

うのが本音であります。また、この議会の中でも斗南藩、会津藩のつながり

の施設も必要ではないかというご指摘も受けたことがあります。施設は欲し

い思いはあって、研究は続けておりまして、いろんな折を見て、どこか使え

る場所がないかとか、どういった建物がいいか、新築で建てられないかとか、

いろいろ考えてはいるのですが、財政的な面もありますので、なかなか皆さ

んに予算が見える方でご提案するには至っていないということであります

が、決して諦めてはいないことだけはお伝えさせていただきたいと思います。

以上になります。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ３点ほど質疑いたします。

１点目は、今ジュニア大使の話が出ましたので、先にさせていただきます。

今年は30周年ではありますが、ポートエンジェルス市はなしにして、台湾に

行かれるということですが、たまたま実は中学２年生のご父兄の方と先日お

話しして、娘さんがとても英語が好きで、勉強していて、来年は３年生にな

るから、自分も行けるかなというお話をしていたということをお聞きしまし

た。今日のお話で、きっと少しがっかりなさっているのではないかなと思っ

ておりますので、何かの機会、例えば向こうとは時差が多分13時間ぐらいあ

ると思いますけれども、ＬＩＮＥ等での交流等も模索してみてはいかがでし

ょうか。ちょっとその点に関してお伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 予算に対する質疑の範囲を超えています。

〇委員（濵田栄子） はい。今年の交流事業ということで、その辺に対してお

願いいたします。

次に、第４項社会教育費の第５目下北自然の家管理費、令和７年度で廃止

との方向性が出ていますけれども、令和７年度はどういった形で廃止の準備

を進めていくのかお伺いします。

その次、第６目地域文化・スポーツクラブ推進費ですが、文化部において

は、令和７年度にどれくらいクラブができる予定なのかお知らせください。
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〇委員長（大瀧次男） 学校教育課長。

〇教育委員会事務局副理事学校教育課長（石川禎大） お答えいたします。

まず、ポートエンジェルス市の派遣につきましては、令和７年度にポート

エンジェルス市へのジュニア大使派遣が未定であるということを昨年、今年

度の春にお伝えをした上で募集をしてございます。つまりポートエンジェル

ス市に行きたいという子が来年申込みをした際に、そのような事業がないと

いうことになると、こどもたちの希望に添えないということもありますので、

そういうことが起きないように早めにお話をさせていただいておりました。

また、オンラインの交流につきましては、ポートエンジェルス市とはかな

り時差が大きいということで、授業の時間にやろうとすると、向こうの時間

は夜ということで、なかなかオンライン交流は難しいため、今までは行って

ございませんでした。幸い台湾との時差につきましては、オンライン交流が

できる数時間の時差しかございませんので、令和５年度、川内中学校が陽明

国民中学を訪問する前に２回ほどオンラインでの交流を陽明国民中学と行っ

ております。そのような形で、来年度以降、陽明国民中学とのオンライン交

流という形で事業の実施も十分検討していきたいと考えてございます。

以上です。

〇委員長（大瀧次男） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 私からは、ジュニア大使、海外派遣事業についての

ちょっと補足と下北自然の家についてお答えさせていただきます。

まず、ポートエンジェルス市との姉妹都市を始めた当時は、むつ市として

海外とのお付き合いというのはポートエンジェルス市だけだったのではない

かなと思っております。ただ、現在は合併して、川内町が続けておりました

陽明国民中学との交流を継続している、教育委員会としては、そういった状

況であります。

市長部局まで幅を広げますと、むつ市としてはシンガポールであったり、

オランダであったり、ロサンゼルスであったりとか、海外とお付き合いする

場面がチャネルといいますか、いろいろ広がってきております。そういった

ことも見据えながら、教育委員会として行う海外体験といいますか、人材育

成を目的とした海外を体験するという事業については、今後いろいろ検討し

ていきたいと思っております。

下北自然の家についてですが、今議会でも議論いただいていますが、現時

点では教育委員会事務局の方針ということでして、３月の教育委員会会議で

ご審議いただく予定となっておりますので、正式に決定しましたら、令和７

年度中に閉めるということですので、指定管理団体と相談しながら準備して
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いくということになろうかと思っております。

以上になります。

〇委員長（大瀧次男） 地域クラブ企画推進課長。

〇教育委員会事務局次長地域クラブ企画推進課長（岩瀬圭吾） 「むつ☆かつ」

の文化クラブについてお答えいたします。

文化クラブは、今年度吹奏楽クラブを新たに立ち上げて、全部で10クラブ

となっております。来年度につきましては、スポーツクラブ、現在中学校の

部活動として残っているものが６種類ありまして、これを地域移行して、そ

れで令和７年度で中学校部活動の地域移行が完了するという計画になってお

ります。そのため、文化クラブについては新しいクラブというものは立ち上

げございませんけれども、今年度既に文化クラブは全て移行しておりますの

で、それを継続的に運営していくというふうに考えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） 交流事業につきましては、理解いたしましたが、30周年

でありますので、ここでやはりこどもたちに何か夢を与えるような形で発表

していただきたいと思います。

また、文化クラブですが、全部クラブに移行ということでよろしいですか。

（「はい」の声あり）

〇委員（濵田栄子） はい、理解いたしました。その中に、日本古来の茶道ク

ラブ等とかは含まれていますでしょうか。文化クラブは、吹奏楽部は理解し

ておりますけれども、文化クラブの内容等はどうなっていますでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 地域クラブ企画推進課長。

〇教育委員会事務局次長地域クラブ企画推進課長（岩瀬圭吾） お答えいたし

ます。

茶道は入ってございません。クラブを申し上げますと、ＩＴクラブ、学習

クラブ、歌唱クラブ、家庭クラブ、ダンスクラブ、美術クラブ、ボードゲー

ムクラブ、野外活動体験クラブ。総合文化クラブ、これは川内でやっている

ものですけれども、これも一つのクラブとカウントしております。そして、

吹奏楽クラブの10種類となっております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） ありがとうございます。先ほど交流が様々な国にわたっ

ているというお話をいただきました。その中で、シンガポール大学とも交流

していると思いますけれども、シンガポール大学の、ちょっと情報提供とい
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うことで、委員長お許しください。

日本の茶道をしっかり彼らが身につけて、日本語ももちろんですけれども、

そういった海外の方たちが日本の文化をしっかり身につけておりますので、

何とか日本の文化クラブにつきましても掘り起こしをお願いしたいなと思っ

ているところですが、どのようにお考えでしょうか。

〇委員長（大瀧次男） 地域クラブ企画推進課長。

〇教育委員会事務局次長地域クラブ企画推進課長（岩瀬圭吾） ご提案ありが

とうございます。

先ほども申し上げましたけれども、令和７年度で中学校部活動の地域移行

が完了すると。新しい中学生の放課後が新たに始まるというところで、まず

は今やってきた流れの中でしっかりクラブを運営していくと。あと「むつ☆

かつ」以外にもスポーツが中心ですけれども、一般の方がたくさんクラブを

立ち上げております。なので、そういった流れの中で、どういう地域クラブ

の在り方がむつ市にとって持続的にやっていけるのか。そういう中で、今ご

提案いただいたところも考えてまいりたいと存じますので、ご理解賜りたい

と存じます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。工藤祥子委員。

〇委員（工藤祥子） 高橋委員とちょっと重なるところがあって申し訳ないの

ですけれども、文化振興費のことについてお聞きします。

私前に、青森県内10市の中で歴史文化資料館がないのはむつ市だけという

ことで一般質問したことがあるのですけれども、そのときにほかの施設等を

調査しながら進めていくという、そういう答弁をいただいたというのが頭に

残っているのです。そういうふうな方向で幾らかでも進んでいるのでしょう

か。

それから、学芸員の方が２人いらっしゃるのですけれども、１人はジオパ

ークのほうで様々仕事をしているようですが、学芸員の方もその仕事に、文

化振興費、資料館等を踏まえた仕事ということで動いてくださっているので

しょうか。

〇委員長（大瀧次男） 生涯学習課長。

〇教育委員会事務局副理事生涯学習課長（横山拓子） まず、１点目のお尋ね

にお答えいたします。

他市町村への施設の視察につきましては、令和５年度から行っております。

令和５年度は、五戸町のごのへ郷土館のほうに視察に行っております。令和

６年度は、今月19日に青森市にあります小牧野遺跡保護センターのほうに視

察に行く予定でございます。
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現在学芸員２名おります。１名は、主に埋蔵文化のほうで集中したお仕事

をさせていただいております。もう一名の学芸員は、大湊水源池のほうに集

約させていただくような仕事をしております。現在の文化財収蔵庫ですが、

施設管理人が１名おりまして、収蔵品の整理などについては、その施設管理

人が主に仕事を行っております。

以上となります。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第10款教育費のうち、教育委員会が所管する事項についての質疑を

終わります。

ここで、３時45分まで暫時休憩いたします。

午後 ３時３１分 休憩

午後 ３時４５分 再開

〇委員長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、第10款教育費のうち、市民生活部が所管する事項について理事者の

説明を求めます。市民生活部長。

〇市民生活部長（石橋秀治） それでは、第10款教育費のうち、市民生活部が

所管しております費目についてご説明いたします。予算に関する説明書の

93ページをお開き願います。

第５項保健体育費、第１目保健体育総務費についてでありますが、これは

一般職員の給与費のほか、スポーツの推進、各種団体の育成や支援などに要

する経費でありまして、主なものといたしましては、むつ市スポーツ協会及

びスポーツ大会開催団体への補助金に要する経費などとなっております。前

年度と比較して２億304万 3,000円の減となっておりますが、主な要因といた

しましては、国民スポーツ大会セーリング競技における艇置場整備工事が完

成することによる減となります。

次に、94ページに移りまして、第４目体育施設管理費についてであります

が、これは川内体育館、大畑体育館、むつ市ウェルネスパーク及びむつマエ

ダアリーナを除いた体育施設の維持管理、利用促進に要する経費でありまし

て、主なものといたしましては、むつ運動公園、むつ市釜臥山スキー場の指

定管理料、大畑中央公園の指定管理料、ふれあいスポーツパーク管理に要す

る経費のほか、各体育施設の改修費などとなっております。前年度と比較し

１億8,106万 9,000円の増となっておりますが、主な要因といたしましては、
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継続費を設定しておりますむつ市釜臥山スキー場の第２スキーリフトキュー

ビクル改修工事及びむつ運動公園陸上競技場の公認更新工事費を計上したこ

とによる増となっております。

次に、95ページに移りまして、第５目体育館管理費についてでありますが、

これは川内体育館及び大畑体育館の維持管理に要する経費となっておりま

す。前年度と比較して385万3,000円の増となっておりますが、主な要因とい

たしましては、川内体育館の照明をＬＥＤ照明に改修するための設計業務委

託料を計上したことによる増となっております。

次に、第６目防災緑地・大平マリーナ管理費についてでありますが、これ

は青森県との協定に基づき、市が防災緑地と大平マリーナ緑地の維持管理を

行うために要する経費となっております。

次に、第７目おおみなと臨海公園管理費についてでありますが、これはむ

つ市ウェルネスパーク及びむつマエダアリーナの維持管理に要する経費とな

っております。前年度と比較して3,439万 9,000円の増となっておりますが、

これは指定管理者の更新に伴い、指定管理料が増になったものであります。

次に、令和７年度から新設となります第８目国スポ・障スポ推進費につい

てでありますが、これは第80回国民スポーツ大会及び第25回全国障害者スポ

ーツ大会の開催に向け、先催県の調査研究、大会の機運醸成を目的とした広

報事業を行うほか、当市で開催する正式競技のうち、ローイング競技、セー

リング競技、フェンシング競技のリハーサル大会に要する経費として青の煌

めきあおもり国スポ・障スポのむつ市実行委員会への負担金を支出するもの

であります。

以上が第10款教育費のうち、市民生活部が所管しております費目の説明で

ございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。野中貴健

委員。

〇委員（野中貴健） １点質疑いたします。

95ページ、第８目の国スポ・障スポ推進費についてお伺いいたします。再

来年度、49年ぶりに本県で旧国体が開催されるわけですけれども、本大会が

開催される前年ということで、来年度はローイング、セーリング、フェンシ

ング３競技のリハーサル大会を来年度実施するのですが、それぞれの日程が

もし分かっていたらお示しください。

〇委員長（大瀧次男） 国スポ・障スポ推進課長。

〇市民生活部国スポ・障スポ推進課長（林 力） リハーサル大会の日程に

ついてお答えいたします。
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令和７年６月21日、６月22日の２日間、ローイング競技を開催いたします。

令和７年９月13日から15日の３日間、セーリング競技を開催し、令和７年11月

21日から23日の３日間において、フェンシング競技を開催することしており

ます。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 野中貴健委員。

〇委員（野中貴健） ありがとうございます。

では、リハーサル大会もそうなのですけれども、本番の大会といいますか、

そちらで想定している選手及び関係者がどのくらいむつ市に訪れるのかお伺

いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 国スポ・障スポ推進課長。

〇市民生活部国スポ・障スポ推進課長（林 力） 本大会への参加者につい

てお答えします。

国スポ本大会は４競技開催しますが、選手、監督等は合計で2,146名とな

っております。競技役員につきましては、合計で559名となっております。

以上となります。

〇委員長（大瀧次男） 野中貴健委員。

〇委員（野中貴健） 国スポ・障スポもそうなのですけれども、一気に大会が

同じ時期に開催するわけではなく、それぞれが多分ずれて競技もやると思う

のです。むつ市は昨年度、ジオパークの全国大会もあったので、ある程度の

宿泊のキャパのほうも大体はつかんでいると思いますけれども、競技が３種

目ずれており、そのキャパ、ホテル宿泊に関してはクリアできているのか、

それともこのリハーサル大会である程度数字を見て、今後検討していくもの

なのか、最後お伺いいたします。

〇委員長（大瀧次男） 国スポ・障スポ推進課長。

〇市民生活部国スポ・障スポ推進課長（林 力） リハーサル大会の宿泊に

つきましては、参加者、選手数等を鑑みて、おおむね市内で足りる、充足さ

れると見込んでおります。ただし、本大会につきましては、開催期が重なる

部分もありますので、むつ市の１日当たりの最大宿泊数を1,403名見込んで

おりますことから、市内では充足できないということもありますので、その

対策といたしまして、市外、下北圏域、広域配宿という形で対策を講じたい

と検討しております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。富岡直哉委員。

〇委員（富岡直哉） 私も95ページの国スポ・障スポ推進費についてお伺いい
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たします。

本事業の内訳についてでありますが、全額負担金ということで、内訳につ

いてお伺いしたいと思います。あわせて、競技ごとの内訳があれば、そちら

についてもお伺いしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 国スポ・障スポ推進課長。

〇市民生活部国スポ・障スポ推進課長（林 力） 事業費の内訳でございま

すが、国スポ・障スポの開催に向けて、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ

むつ市実行委員会へ負担金を支出することとしておりまして、実行委員会に

おける事業費としましては、会議費、事務局費として75万 9,000円、先催県

等の調査研究費として395万9,000円、大会の周知拡大、機運醸成のための広

報啓発事業として362万 3,000円、歓迎のぼり旗や選手や来場者への振る舞い

ドリンク代として219万 7,000円、セーリング競技及びローイング競技におけ

る競技コースの設営、撤去業務のうち、仮設での対応を要する経費でありま

す特殊競技施設整備費として２億3,996万 2,000円、リハーサル大会の運営経

費として２億4,477万6,000円などとなっております。

次の競技ごとの事業費になりますけれども、ローイング競技におきまして

は１億5,462万 4,000円、セーリング競技におきましては３億592万1,000円、

フェンシング競技が2,419万 3,000円、合計で４億8,473万 8,000円となってお

ります。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 富岡直哉委員。

〇委員（富岡直哉） 全体経費が新年度は約５億円ということでありましたけ

れども、県と市の負担割合というようなところについては、どのような取決

めによって決められているのか、その点についてお伺いしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 国スポ・障スポ推進課長。

〇市民生活部国スポ・障スポ推進課長（林 力） 県としての負担割合とい

うことですけれども、リハーサル大会の運営に要する経費につきましては、

青森県において青の煌めきあおもり国スポ・障スポ競技別リハーサル大会運

営費補助金交付要綱を定めることとしており、補助対象経費の２分の１を県

が補助することとなっております。

また、県内に競技施設基準を満たす施設がないため、リハーサル大会及び

本大会時の競技開催に合わせて仮設での対応を要する競技施設の整備に対し

まして、市町村競技施設仮設等対応費補助金として、補助率10分の10の県補

助金が活用できるものとなっております。

以上でございます。
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〇委員長（大瀧次男） 富岡直哉委員。

〇委員（富岡直哉） ありがとうございました。リハーサル大会に係る経費に

ついては、結構市の持ち出しも多いですし、全体経費も５億円というような

ところになっておりますが、実際他県開催においても同等の経費がこのリハ

ーサル大会で予算計上されているものなのか、ちょっとその点つかんでいた

らお伺いしたいと思います。

また、新年度の予算においては、市民への周知、啓蒙というような予算も

含まれているようでありますけれども、その点についても、具体的な取組に

ついても、最後お伺いしたいと思います。

〇委員長（大瀧次男） 国スポ・障スポ推進課長。

〇市民生活部国スポ・障スポ推進課長（林 力） リハーサル大会の開催経

費における他県との比較になりますけれども、昨年の国スポ開催県でありま

す佐賀県におけるリハーサル大会の開催経費との比較という形になります

が、当市でリハーサル大会を開催する３競技の開催経費４億8,473万 8,000円

に対しまして、佐賀県では３億7,621万2,000円となっております。ただ、佐

賀県と比較しまして、当市におけるセーリング競技、ローイング競技の開催

においては、既存の施設等がなくて、多くの部分が仮設での対応となること

から、開催経費は多くなりますが、県補助金の競技施設仮設等対応費補助金

などを活用し、一般財源の抑制に努めているところであり、一般財源ベース

で比較いたしますと、当市では１億3,409万5,000円、佐賀県では１億8,486万

7,000円という形の比較になっております。

次に、市民への周知や啓蒙活動の予算についてですが、国スポ・障スポの

開催に向けて機運醸成を図るため、令和７年４月27日、国スポ開催530日前、

530（ゴミゼロ）の節目に競技会場となるむつマエダアリーナ周辺の清掃活

動を行う予定であります。また、当市開催競技に関連したトップアスリート

を招聘してのスポーツイベントを６月及び国スポ開催１年前記念として10月

に開催する予定であります。その他国スポＰＲグッズを作製し、市内で行わ

れる各種イベントで配布するほか、ホームページやＳＮＳなどで情報発信を

行い、大会に向けての機運醸成を図ることとしております。

以上であります。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） 95ページ、第５目体育館管理費のところでお聞きいたし

ます。ちょっと大きい数字が出たところで、こまい数字で申し訳ありません。

まずは、同じ項目であって、川内体育館の管理費が770万円で、大畑体育

館の管理費が220万円、これは多分管理の仕方が違うと思いますので、その
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違いがありましたら、お知らせください。

それから、この管理費に占める利用料等はどのようになっているのか、２

点お伺いします。

〇委員長（大瀧次男） 市民スポーツ課長。

〇市民生活部次長市民スポーツ課長（加藤昭広） お答えいたします。

川内と大畑の体育館の管理費のところで違いがあるところにつきまして

は、管理業務委託を川内のほうでは市民スポーツ課で見ておりますけれども、

大畑のほうでは公民館で一緒に見てもらっているというところで、そこの部

分での差額が出ております。

それで、収入等につきましては、市のほうへ今納付していただいていると

いうふうな状況となっております。

以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） 濵田栄子委員。

〇委員（濵田栄子） その納付金額は、では今はちょっと分からないというこ

とでいいのですか、利用料。

１つ、実は今、国スポで大きい数字があったのですけれども、この体育館

を利用している中で、小学校のスポーツクラブもありまして、その利用料の

光熱費等がちょっと小さいスポーツクラブでは負担になると。１時間1,350円

でしたか。２時間借りると2,700円か2,800円、それを週１回ずつだと４回に

なりますから、掛ける４になります。夏場は表でやっているようですけれど

も、冬場の負担がちょっと、そのほか利用料もかかりますので、小さいクラ

ブは大変だということです。今後この見直し等は、管理費の中でしていく考

えはないのかお伺いします。

〇委員長（大瀧次男） 市民スポーツ課長。

〇市民生活部次長市民スポーツ課長（加藤昭広） お答えいたします。

利用料収入につきましては、令和５年度ベースでいきますと、大畑体育館

につきましては63万2,800円、川内体育館につきましては29万3,090円となっ

ております。それで、減免等ということになろうかと思いますが、減免の規

定につきましては、市の主催、共催と、市内の小学校、中学校が学校行事で

使う場合、そして市長が特に定めた場合となっております。したがいまして、

クラブチームは現在のところ減免ということにはなっておりませんが、今後

中学校のほうもクラブチーム等へ移行するとか、いろんな今変わる時期にご

ざいますので、今後については、そこら辺については研究していきたいとい

うふうに考えております。

以上でございます。
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〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第10款教育費のうち、市民生活部が所管する事項についての質疑を

終わります。

以上で第10款教育費の質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

午後 ４時０３分 休憩

午後 ４時０４分 再開

〇委員長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次は、第11款公債費について、理事者の説明を求めます。財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） 予算書の96ページをお開き願います。

第11款公債費についてでありますが、これは長期債の元金及び利子であり

ます。前年度と比較して6,737万6,000円の増額となっておりますが、借換債

の増等によるものです。

ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第11款公債費についての質疑を終わります。

次は、第12款諸支出金について、理事者の説明を求めます。財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） 続きまして、第12款諸支出金についてでありますが、

これは病院事業会計、水道事業会計及び下水道事業会計に対する一般会計の

負担金等であります。前年度と比較いたしまして、2,662万円の増額となっ

ておりますが、一部事務組合下北医療センター負担金の増等によるものです。

ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。中村正志

委員。

〇委員（中村正志） 公営企業費の下北医療センター貸付金25億円についてで

ありますが、これの貸付期間をお教えください。

〇委員長（大瀧次男） 財政課長。

〇財務部財政課長（工藤大介） 25億円の貸付けにつきましては、年度内とな

っておりますので、４月１日に貸付けいたしまして、３月31日に返していた

だくということになっております。
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以上でございます。

〇委員長（大瀧次男） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第12款諸支出金についての質疑を終わります。

次は、第13款予備費について、理事者の説明を求めます。財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） 続きまして、第13款予備費についてでありますが、

これは予算の不足を補うためのものであります。

ご審査のほどよろしくお願いいたします。

〇委員長（大瀧次男） ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） 質疑なしと認めます。

これで第13款予備費についての質疑を終わります。

この際、お諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ、３月10日月

曜日の午前10時よりこの場において審査を続行したいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇委員長（大瀧次男） ご異議なしと認め、そのように決定いたします。

本日はこれで散会いたします。

（午後 ４時０７分 散会）
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